
一 一

一
頁

第
百
七
十
八
宗
議
会

宗
務
総
長
挨
拶

増

田

修

誠

宗
務
総
長

慈
光
照
護
の
も
と
、
宗
議
会
議
員
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
益
々
ご
法
耕
に
お
励
み
の
こ
と
と
拝
察
申
し
上
げ

ま
す
。

百
七
十
六
宗
議
会
（
令
和
四
年
九
月
）
に
お
き
ま
し
て
、
五
十
年
に
一
度
の
大
切
な
奉
讃
法
会
を
五
月
二
十
一
日
か

ら
二
十
八
日
お
迎
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
、
皆
さ
ま
に
御
理
解
と
御
協
力
を
い
た
だ
き
、
第
一
七
七
宗
議
会
を
臨
時

宗
議
会
に
て
、
令
和
五
年
度
六
月
分
の
真
宗
高
田
派
歳
入
歳
出
暫
定
予
算
（
案
）
及
び
専
修
寺
歳
入
歳
出
暫
定
予
算

（
案
）
を
組
み
、
宗
務
を
遂
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
、
書
面
表
決
に
て
ご
審
議
を
お
願
い
申
し
上
げ
、
可
決
賜
り
ま

し
た
こ
と
謹
ん
で
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
五
年
五
月
二
十
日
素
晴
ら
し
い
晴
天
の
も
と
、
寺
内
町
、
境
内
に
て
稚
児
行
列
が
行
な
わ
れ
、
皆
様
の
出
席
の

中
、
法
嗣
殿
就
任
奉
告
法
会
が
行
な
わ
れ
、
高
田
本
山
「
唯
一
無
二
」
の
法
宝
物
を
後
世
に
し
っ
か
り
受
け
継
ぎ
守
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
記
念
事
業

開
山
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
出
遇
う
新
宝
物
館
「
燈
炬
殿
」
落
成
式
へ
と
進

め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
大
切
な
節
目
の
年
、



二 二

二
頁

「
開
山
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
」

「
立
教
開
宗
八
百
年
」

「
中
興
真
慧
上
人
五
百
年
忌
」

「
聖
徳
太
子
千
四
百
年
忌
」

謹
ん
で
、
奉
讃
法
会
厳
修
並
び
に
新
宝
物
館
「
燈
炬
殿
」
建
設
に
際
し
ま
し
て
は
、
高
田
寺
院
の
皆
さ
ま
を
始
め
、

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
、
多
く
の
関
係
各
位
の
皆
さ
ま
に
ご
賛
同
い
た
だ
き
、
コ
ロ
ナ
禍
の
大
変
な
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず

多
大
な
る
ご
賛
助
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
、
心
か
ら
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
奉
讃
法
会
の
映
像
配
信
を
充
実
す
べ
く
本
寺
並
び
に
高
田
派
各
別
院
と
連
携
を
進
め
、
大
型
受
信
設
備
の
設

置
を
図
り
、
Ｔ
Ｖ
関
係
機
関
の
協
力
を
い
た
だ
き
、
奉
讃
法
会
参
拝
を
い
た
だ
く
、
大
切
な
ご
縁
を
結
ぶ
法
会
へ
の
も

と
、
法
主
殿
御
親
教
・
特
別
講
演
・
説
教
・
各
行
事
等
を
映
像
配
信
及
び
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
配
信
に
よ
り
檀
信
徒
の
皆
さ

ま
と
仏
縁
を
結
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
こ
そ
真
宗
寺
院
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
寄
り
添
い
、
助
け
合
い
、
人
と
人
と
の
「
つ
な
が
り
」
ご
縁
を
築
い
て

下
さ
っ
た
先
達
の
思
い
や
願
い
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
、
「
幼
児
・
子
ど
も
・
若
者
へ
の
ご
縁
づ
く
り
」
「
父
母
・
祖

父
母
・
ミ
ド
ル
エ
イ
ジ
へ
の
勝
縁
づ
く
り
」
へ
と
明
日
を
担
う
後
継
者
の
皆
さ
ま
と
共
に
し
っ
か
り
「
つ
な
が
り
」
を

持
っ
て
研
修
研
鑚
を
進
め
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
に
改
め
て
、
広
大
の
仏
恩
に
感
謝
申
し
上
げ
、
皆
さ
ま
と
共
に
お
念
仏
を
申
す
人
生
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

を
、
今
一
度
お
蔭
さ
ま
と
深
く
味
あ
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。



三 三

三
頁

宗

達

宗

達

第
一
一
九
〇
号

法
主
殿
来
る
令
和
五
年
十
二
月
二
日
午
後
一
時
よ
り
真
宗
高
田
派
専
修
寺
横
浜
別
院
乗
願
寺
報
恩
講
に
御
親
修
御
親
教
相
成
る

令
和
五
年
六
月
十
六
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印

宗

達

第
一
一
九
二
号

法
主
殿
来
る
令
和
五
年
十
一
月
二
十
日
午
後
一
時
三
十
分
よ
り
真
宗
高
田
派
専
修
寺
福
井
別
院
報
恩
講
に
御
親
修
御
親
教
相
成

る

令
和
五
年
七
月
五
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印

宗

達

第
一
一
九
四
号

真
宗
高
田
派
宗
制
七
十
九
条
第
二
項
に
よ
り
令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

第
一
七
九
宗
議
会
を
招
集
せ
ら
る

令
和
五
年
七
月
二
十
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印



四 四

四
頁

宗

達

第
一
一
九
五
号

法
主
殿
来
る
令
和
五
年
十
二
月
十
六
日
午
後
一
時
よ
り
真
宗
高
田
派
専
修
寺
神
戸
別
院
報
恩
講
に
御
親
修
御
親
教
相
成
る

令
和
五
年
七
月
二
十
五
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印

宗

達

第
一
一
九
六
号

法
主
殿
来
る
令
和
五
年
九
月
二
十
三
日
讃
佛
会
に
御
親
教
相
成
る

令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印

宗

達

第
一
一
九
七
号

法
嗣
殿
来
る
令
和
五
年
十
月
三
日
午
後
一
時
三
十
分
真
宗
高
田
派
専
修
寺
北
海
道
別
院
報
恩
講
に
御
親
修
御
親
教
相
成
る

令
和
五
年
八
月
十
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印



五 五

五
頁

宗

達

第
一
一
九
八
号

法
主
殿
来
る
令
和
五
年
十
月
四
日
午
前
十
時
三
十
分
真
宗
高
田
派
専
修
寺
北
海
道
別
院
報
恩
講
に
御
親
修
御
親
教
相
成
る

令
和
五
年
八
月
十
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

法
主
鈐
印

宗

告

宗

告

第
一
一
五
五
号

来
る
令
和
五
年
九
月
二
十
日
よ
り
同
二
十
六
日
ま
で
讃
佛
会
執
行
相
成
る

令
和
五
年
七
月
二
十
七
日

宗
務
総
長

大

僧

都

増

田

修

誠

総

務

中

僧

都

藤

谷

知

良

総

務

中

僧

都

弓

削

弘

胤



六 六

六
頁

任

免

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

依
請
解
其
職

神
戸
別
院
評
議
員

前
田

隆
一

神
戸
別
院
評
議
員

林

基
博

神
戸
別
院
評
議
員

佐
野

豪
一

神
戸
別
院
評
議
員

石
川

茂
美

神
戸
別
院
評
議
員

竹
村
美
千
代

神
戸
別
院
評
議
員

滝

ひ
と
み

依
請
解
其
職

宝
物
館
運
営
委
員
会
委
員

栗
原

廣
海

宝
物
館
運
営
委
員
会
委
員

清
水
谷
正
尊

宝
物
館
運
営
委
員
会
委
員

福
山

蓮
茂

宝
物
館
運
営
委
員
会
委
員

芳
川

賢
史

宝
物
館
運
営
委
員
会
委
員

藤
田

正
知

宝
物
館
運
営
委
員
会
委
員

森
下

妙
迪

宝
物
館
運
営
委
員
会
委
員

上
田

英
典

宝
物
館
運
営
委
員
会
委
員

眞
弓

俊
光

宝
物
館
運
営
委
員
会
委
員

鈴
木

公
朗

依
請
解
其
職

専
修
寺
宝
物
館
建
設
推
進
委
員

岩
崎

克
彦

専
修
寺
宝
物
館
建
設
推
進
委
員

若
櫻
木
清
孝

専
修
寺
宝
物
館
建
設
推
進
委
員

新

光
晴

専
修
寺
宝
物
館
建
設
推
進
委
員

栗
原

廣
海

令
和
五
年
六
月
一
日

神
戸
別
院
評
議
員
を
委
嘱
す
る

神
戸
別
院
世
話
方

林

弘
勝

神
戸
別
院
世
話
方

稲
垣

克
己

神
戸
別
院
世
話
方

稲
垣

裕
一

神
戸
別
院
婦
人
部

古
市

良
子

神
戸
別
院
婦
人
部

杉
本

節
子

令
和
五
年
七
月
一
日

録
事
見
習
を
命
ず
る

誓
元
寺
衆
徒

栗
原

嵩
誓

専
修
寺
宝
物
館
学
芸
員
を
命
ず
る

録
事
見
習

栗
原

嵩
誓

庶
務
部
参
拝
課
課
長
兼
宝
物
館
事
務
長
を
命
ず
る

財
務
課

久
野

俊
彦

依
請
解
其
職

庶
務
部
参
拝
課
課
長

山
川

蓮
生



七 七

七
頁

令
和
五
年
七
月
十
日

庶
務
部
参
拝
課
広
報
主
任
を
兼
務
す
る
こ
と
を
命
ず
る

知
堂

眞
弓

俊
光

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

依
請
解
其
職

真
宗
高
田
派
青
年
会
事
務
局
員

佐
波

真
教

真
宗
高
田
派
青
年
会
事
務
局
員

久
世

宜
範

真
宗
高
田
派
青
年
会
事
務
局
員

松
永

康
乗

真
宗
高
田
派
青
年
会
事
務
局
員

玉
野

章
法

令
和
五
年
八
月
一
日

録
事
を
命
ず
る

録
事
心
得

松
山

暁
彦

真
宗
高
田
派
青
年
会
事
務
局
員
を
命
ず
る

庶
務
部
参
拝
課

録
事

松
山

暁
彦

庶
務
部
参
拝
課

録
事
心
得

千
賀

光
真

庶
務
部
参
拝
課

録
事
心
得

髙
島

広
法

法
式
部

知
堂

髙
島

光
憲

組
長
交
代

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

依
請
解
其
職

愛
知
四
組
組
長

鍋
島

時
行

令
和
五
年
四
月
一
日

愛
知
四
組
組
長
を
命
ず
る

宗
延
寺
住
職

近
藤

康
成

令
和
五
年
五
月
三
十
一
日

依
請
解
其
職

大
阪
組
組
長

佐
藤

信
敬

令
和
五
年
六
月
一
日

大
阪
組
組
長
を
命
ず
る

大
乘
寺
住
職


尾

弘
教

令
和
五
年
七
月
二
日

依
請
解
其
職

東
京
組
組
長

山
中

悠
俊

令
和
五
年
七
月
三
日

東
京
組
組
長
を
命
ず
る

願
信
寺
住
職

永

克
利



八 八

八
頁

得

度

令
和
五
年
七
月
二
十
九
日

三
重
県
鈴
鹿
市
白
子
本
町

弘
篤
院

恵
習

准
上
座
格
三
等

青
龍
寺
衆
徒

鷲
尾

智
弥

三
重
県
鈴
鹿
市
長
太
旭
町

精
信
院

唯
唱

院
家
首
席
二
等

宣
隆
寺
衆
徒



信
明

三
重
県
鈴
鹿
市
庄
野
町

福
楽
院

英
鳳

院
家
一
等

善
照
寺
衆
徒

筧

英
士

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町

夏
光
院

樹
心

院
家
二
等

願
隆
寺
衆
徒

新
田

夏
樹

鹿
児
島
県
日
置
市
吹
上
町

法
明
院

妙
安

老
分
二
等

福
傳
寺
衆
徒

疋
田

安
奈

転

属

令
和
五
年
七
月
六
日

兵
庫
県
洲
本
市
納

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
光
台
寺
衆
徒

脇
村

史
人

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
七
間
町

浄
圓
寺
衆
徒
に
転
属
を
許
可
す
る

布
教
任
命

七
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
晨
朝
）

七
・
一

中

僧

都

佐
藤

弘
道

七
・
二

権
少
僧
都

真
置

信
海

七
・
三

権
中
僧
都

里
榮

秀
教

七
・
四

少

僧

都

山
中

真
諭

七
・
五

律

師

水
沼

碧
水

七
・
六

権
中
僧
都

中
村

宜
成

七
・
七

権
中
僧
都

藤
田

正
知

七
・
八

権
中
僧
都

中
野

達
照

七
・
九

少

僧

都

青
木

妙
法



九 九

九
頁

七
・
一
〇

律

師

若
林

妙
百

七
・
一
一

権
中
僧
都

鷲
山

了
悟

七
・
一
二

権
少
僧
都

真
置

信
海

七
・
一
三

律

師

堤

一
真

七
・
一
四

律

師

隆

妙


七
・
一
五

律

師

田
中

唯
聴

七
・
一
六

権
中
僧
都

藤
浦

弘
導

七
・
一
七

大

律

師

北
畠

大
道

七
・
一
八

少

僧

都

山
中

真
諭

七
・
一
九

権
中
僧
都

生
桑

崇
等

七
・
二
〇

権
中
僧
都

中
村

宜
成

七
・
二
一

大

律

師

髙
島

光
憲

七
・
二
二

権
大
僧
都

戸
田

栄
信

七
・
二
三

律

師

隆

妙


七
・
二
四

中

僧

都

青
木

義
成

七
・
二
五

少

僧

都

岡

知
道

七
・
二
六

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

七
・
二
七

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

七
・
二
八

大

律

師

北
畠

大
道

七
・
二
九

少

僧

都

上
田

英
典

七
・
三
〇

律

師

山
中

久
行

七
・
三
一

中

僧

都

青
木

義
成

七
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
逮
夜
・
日
中
）

七
・
七

逮
夜

律

師

水
谷

忍
英

七
・
八

日
中

律

師

隆

妙


七
・
九

逮
夜

権
少
僧
都

真
置

信
海

七
・
一
〇

日
中

中

僧

都

青
木

義
成

七
・
一
五

逮
夜

権
少
僧
都

髙
藤

英
光

七
・
一
六

日
中

権
少
僧
都

髙
藤

英
光

八
月
御
影
堂
常
在
説
教
（
晨
朝
）

八
・
一

権
中
僧
都

中
村

宜
成

八
・
二

権
中
僧
都

藤
田

正
知

八
・
三

権
中
僧
都

生
桑

崇
等

八
・
四

大

律

師

北
畠

大
道

八
・
五

中

僧

都

佐
藤

弘
道

八
・
六

権
中
僧
都

田
中

明
誠

八
・
七

権
中
僧
都

里
榮

秀
教

八
・
八

律

師

隆

妙


八
・
九

権
少
僧
都

真
置

信
海

八
・
一
〇

大

律

師

髙
島

光
憲

八
・
一
一

律

師

隆

妙


八
・
一
二

大

律

師

塩
崎

慶
脩

八
・
一
三

少

僧

都

青
木

妙
法



一
〇

一
〇

一
〇
頁

八
・
一
七

少

僧

都

岡

知
道

八
・
一
八

中

僧

都

青
木

義
成

八
・
一
九

律

師

田
中

唯
聴

八
・
二
〇

権
中
僧
都

田
中

明
誠

八
・
二
一

大

僧

都

上
田

隆
順

八
・
二
二

大

律

師

北
畠

大
道

八
・
二
三

中

僧

都

青
木

義
成

八
・
二
四

中

僧

都

青
木

義
成

八
・
二
五

権
中
僧
都

中
村

宜
成

八
・
二
六

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

八
・
二
七

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

八
・
二
八

権
大
僧
都

戸
田

栄
信

八
・
二
九

少

僧

都

上
田

英
典

八
・
三
〇

律

師

堤

一
真

八
・
三
一

権
少
僧
都

真
置

信
海

八
月
御
影
堂
常
在
説
教

（
逮
夜
・
日
中
）

八
・
七

逮
夜

律

師

水
谷

忍
英

八
・
八

日
中

権
中
僧
都

藤
浦

弘
導

八
・
九

逮
夜

権
少
僧
都

髙
藤

英
光

八
・
一
〇

日
中

権
少
僧
都

髙
藤

英
光

歓
喜
会
説
教

八
・
一
四

晨
朝

権
中
僧
都

鷲
山

了
悟

日
中

大

僧

都

増
田

修
誠

八
・
一
五

晨
朝

大

律

師

北
畠

大
道

日
中

中

僧

都

弓
削

弘
胤

八
・
一
六

晨
朝

律

師

隆

妙


日
中

中

僧

都

藤
谷

知
良

高
田
慈
光
院

月
例
法
会

七
・
一
〇
、
一
六
、
二
六

権
大
僧
都

浦
井

宗
司

八
・
一
〇
、
二
六

権
少
僧
都

髙
藤

英
光

報
徳
園

月
例
法
会

七
・
一
五

権
少
僧
都

髙
藤

英
光



一
一

一
一

一
一
頁

敬

弔

次
の
方
々
が
御
往
生
な
さ
い
ま
し
た
。
謹
ん
で
敬
弔
の
意
を
表
し
ま
す
。

令
和
五
年

七
・
八

福
島
県
南
会
津
郡
只
見
町

妙
雲
寺
坊
守

藤

妙
祥

七
・
十
三

三
重
県
津
市
寿
町

本
徳
寺
坊
守

的
屋

玲
子



一 二
一 二

第178　宗議会報告

　今議会は令和５年５月21日より28日に奉讃法会を厳修することにより例年５月最終週に開催されている定例宗議会

を６月に延期し実施した。

　実施にあたり令和5年4月20日に第177臨時宗議会を開催し、令和５年度の暫定予算を可決したことは通知のとおり

である。

　第178宗議会は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、「５類感染症」に変更となったが、感染拡大

する恐れを鑑み去る６月27日〜29日の３日間の日程にて高田会館ホールで開催した。

　27日午前９時より運営委員会が開催され、議会日程及び議事進行の配分が行われた。

　議員は午前９時30分議場となった高田会館ホールに集合し、両御堂に参拝し勤行、後に議長・副議長が法主殿の元

へ開会の挨拶に伺った。

　議場に議員全員が再集合し勤行の後、議場に法主殿をお迎えし議長が奉告申し上げ、お言葉を拝した。

　本議会は10時30分に開会され、進行された。

　宗務総長の挨拶の後、関係各機関より報告を受けた後、内局より議案上程が行われた。

　次に総体質問、本会議質問と続き、予算委員会に付託され第１日目を終えた。

　第２日目は午前９時30分　議会より付託された議員全員による予算委員会を開会し予算審議、議案質問が行われ午

後2時前に委員会精査の後、本会議を再開した。

　本会議では「山政一般質問」が行われたが、終了予定時間を迎えたため、区切りに良いところで２日目を終えた。

　２日終了後、完成した宝物館「燈炬殿」におもむき、VRシアター「SENJUJI360」と展示室の展観及び２階収蔵庫
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を見学した。

　その後４年ぶりとなる議員懇親会を法主殿をお迎えし内局と共に開催した。

　第３日目も午前9時30分　本会議が再開され、前日より引き続いていた「山政一般質問」に続き「特別法会の報告」

が行われ決算の概算が報告された。

　議会の質問が一段落し、議案採決が行われ、提出された全議案は満場一致の賛成にて可決され、議会の全日程が終了

し閉会した。

　閉会後、令和５年度の常任委員会委員の選挙（議員の互選）が行われ、新に11名が常任委員が選出された。

　引き続き、議場に法主殿をお迎えし議長が議事の奉告を申し上げ、お言葉をいただいた。

　提出され可決された議案及び報告事項は次のとおりである。
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第178　宗議会議案

議案第１号　令和５年度　真宗高田派歳入歳出予算

議案第２号　令和５年度　専修寺歳入歳出予算

議案第３号　令和５年度　真宗高田派共済会歳入歳出予算

議案第４号　令和５年度　高田派法主褒賞特別会計歳入歳出予算

議案第５号　令和５年度　専修寺聖教保存修理特別会計歳入歳出予算

報告事項１　特別法要について

　上記のとおり提出します。

　　　　令和５年６月27日

宗務総長　大 僧 都　増　田　修　誠　　　

総　　務　中 僧 都　藤　谷　知　良　　　

総　　務　中 僧 都　弓　削　弘　胤　　　
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令和５年度　真宗高田派歳入歳出予算

歳入の部

科　　　　　　　　　目 ５ 年 度 予 算 額 ４ 年 度 予 算 額 ４年度決算見込額

1. 宗 教 活 動 収 入 ［ 126,061,000］［ 124,149,000］［ 122,060,651］

1. 冥 加 金 （ 13,011,000）（ 13,250,000）（ 14,674,000）

1. 僧 侶 冥 加 金 5,811,000 5,920,000 5,822,000

2. そ の 他 冥 加 金 1,400,000 1,570,000 1,673,000

3. 礼 録 金 5,800,000 5,760,000 7,179,000

2. 懇 志 金 （ 23,400,000）（ 19,090,000）（ 19,198,651）

1. 報 恩 講 懇 志 金 12,000,000 12,570,000 10,995,771

2. 報 恩 講 賽 銭 2,000,000 2,220,000 1,733,880

3. 諸 法 要 懇 志 金 4,400,000 3,500,000 5,058,000

4. 団 参 懇 志 金 5,000,000 800,000 1,411,000

3. 義 納 金 （ 79,650,000）（ 81,109,000）（ 79,088,000）

1. 寺 院 賦 課 金 79,000,000 80,439,000 77,897,250

自　５.６.１
至　６.５.31

（単位　円）

議案第１号
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2. 過 年 度 収 入 650,000 670,000 1,190,750

4. 刊 行 物 収 入 （ 10,000,000）（ 10,700,000）（ 9,100,000）

1.  刊 行 物 収 入 10,000,000 10,700,000 9,100,000

2. 資 産 管 理 収 入 ［ 300,000］［ 300,000］［ 306,639］

1. 資 産 運 用 収 入 （ 300,000）（ 300,000）（ 306,639）

1. 諸 利 子 300,000 300,000 306,639

3. 雑 収 入 ［ 15,050,000］［ 13,350,000］［ 12,817,000］

1. 雑 収 入 （ 課 税 ） （ 5,250,000）（ 5,450,000）（ 4,897,000）

1. 広 告 掲 載 料 640,000 640,000 640,000

2. 会 館 等 使 用 料 3,600,000 3,600,000 3,600,000

3. 自 販 機 手 数 料 120,000 120,000 127,000

4. そ の 他 課 税 収 入 500,000 700,000 140,000

5. 宗 報 広 告 掲 載 料 390,000 390,000 390,000

2. 雑 収 入 （ 非 課 税 ） （ 9,800,000）（ 7,900,000）（ 7,920,000）

1. 宗 報 購 読 料 700,000 700,000 700,000

2. 懇 志 、 御 礼 等 2,000,000 2,100,000 1,400,000
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3. 参 拝 記 念 印 代 7,000,000 5,000,000 5,720,000

4. そ の 他 非 課 税 収 入 100,000 100,000 100,000

4. 特 定 預 金 取 崩 収 入 ［ 0］［ 90,356,476］［ 90,356,476］

1. 引 当 金 取 崩 収 入 （ 0）（ 90,356,476）（ 90,356,476）

1. 引 当 金 取 崩 収 入 0 90,356,476 90,356,476

5. 繰 入 金 収 入 ［ 0］［ 1,000,000］［ 0］

1. 繰 入 金 収 入 （ 0）（ 1,000,000）（ 0）

1. 専 修 寺 回 金 0 1,000,000 0

6. 前 年 度 繰 越 収 支 差 額 ［ 64,690,128］［ 13,685,426］［ 69,372,960］

合 計 206,101,128 242,840,902 294,913,726
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歳出の部

科 　 　 　 　 　 　 　 目 ５ 年 度 予 算 額 ４ 年 度 予 算 額 ４年度決算見込額

1. 宗 教 活 動 支 出 ［ 127,047,000］［ 132,738,000］［ 119,207,700］

1. 宗 教 活 動 費 （ 68,195,000）（ 78,936,000）（ 74,081,000）

1. 報 恩 講 費 17,600,000 16,528,000 16,330,000

2. 諸 法 会 費 2,900,000 3,220,000 2,560,000

3. 講 社 補 助 費 5,000,000 5,300,000 4,650,000

4. 旅 費 3,000,000 1,440,000 3,450,000

5. 扱 費 500,000 412,000 470,000

6. 宗 務 総 長 交 際 費 600,000 600,000 375,000

7. 山 内 清 掃 費 2,510,000 2,268,000 1,900,000

8. 諸 会 議 費 1,150,000 2,705,000 1,300,000

9. 事 務 費 1,800,000 1,800,000 1,782,000

10. 褒 賞 費 1,000,000 1,200,000 950,000

11. 団 参 扱 費 1,000,000 440,000 355,000

12. 広 報 事 業 費 18,000,000 18,000,000 17,500,000
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13. 調 度 費 150,000 200,000 125,000

14. 出 版 費 2,350,000 1,350,000 1,300,000

15. 負 担 金 1,000,000 1,000,000 224,000

16. 修 繕 費 4,100,000 16,450,000 16,800,000

17. 刊 行 物 購 入 費 5,500,000 5,850,000 4,010,000

18. 教 育 研 究 費 35,000 173,000 100,000

2. 宗 議 会 費 （ 4,610,000）（ 3,665,000）（ 2,901,000）

1. 議 員 手 当 旅 費 2,700,000 2,500,000 2,230,000

2. 議 長 交 際 費 210,000 200,000 120,000

3. 議 会 事 務 局 費 200,000 200,000 162,000

4. 議 会 運 営 費 1,500,000 765,000 389,000

3. 監 正 局 費 （ 290,000）（ 270,000）（ 0）

1. 監 正 局 会 議 費 200,000 180,000 0

2. 監 正 局 長 交 際 費 90,000 90,000 0

4. 教 学 費 （ 17,830,000）（ 18,705,000）（ 11,570,000）

1. 教 学 研 究 費 980,000 930,000 640,000
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2. 教 学 布 教 費 4,550,000 4,415,000 3,800,000

3. 出 版 広 報 費 4,000,000 4,000,000 2,600,000

4. 教 学 各 種 団 体 費 2,600,000 2,200,000 2,000,000

5. 婦 人 坊 守 教 化 費 1,340,000 1,340,000 750,000

6. 青 少 年 教 化 費 3,000,000 3,920,000 930,000

7. 檀 信 徒 教 化 費 1,360,000 1,900,000 850,000

5. 教 学 院 運 営 費 （ 5,250,000）（ 5,050,000）（ 5,345,000）

1. 教 学 院 研 究 費 1,700,000 1,500,000 1,975,000

2. 調 度 費 250,000 250,000 270,000

3. 諸 会 議 費 3,300,000 3,300,000 3,100,000

6. 補 助 金 支 出 （ 13,800,000）（ 12,800,000）（ 12,800,000）

1. 高 田 学 苑 補 助 金 1,100,000 1,100,000 1,100,000

2. 高 田 幼 稚 園 補 助 金 700,000 700,000 700,000

3. 本 寺 崇 敬 費 8,000,000 8,000,000 8,000,000

4. 高 田 会 館 補 助 金 3,000,000 3,000,000 3,000,000

5. 兼 帯 所 補 助 金 1,000,000 0 0
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7. 管 理 費 （ 15,450,000）（ 11,860,000）（ 10,950,000）

1. 消 耗 品 費 2,000,000 2,285,000 2,000,000

2. リ ー ス 料 50,000 100,000 0

3. 通 信 印 刷 費 3,500,000 2,700,000 3,500,000

4. 水 道 光 熱 管 理 費 9,000,000 5,875,000 4,700,000

5. 諸 雑 費 900,000 900,000 750,000

8. 公 租 公 課 （ 1,622,000）（ 1,452,000）（ 1,560,700）

1. 法 人 税 72,000 72,000 72,000

2. 消 費 税 500,000 360,000 500,000

3. 固 定 資 産 税 1,050,000 1,020,000 988,700

2. 人 件 費 ［ 60,000,000］［ 57,978,000］［ 57,870,000］

1. 給 料 手 当 （ 60,000,000）（ 57,978,000）（ 57,870,000）

1. 諸 給 与 49,000,000 47,000,000 47,000,000

2. 日 直 宿 直 費 1,000,000 1,000,000 870,000

3. 通 勤 補 助 費 1,500,000 1,500,000 1,500,000

4. 福 利 厚 生 費 8,500,000 8,478,000 8,500,000
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3. 繰 入 金 支 出 ［ 1,000,000］［ 46,356,476］［ 52,145,898］

1. 繰 入 金 支 出 （ 1,000,000）（ 46,356,476）（ 52,145,898）

1. 高 田 派 共 済 会 回 金 1,000,000 1,000,000 1,000,000

2. 専 修 寺 回 金 0 45,356,476 51,145,898

4. 資 産 取 得 支 出 ［ 300,000］［ 4,000,000］［ 0］

1. 備 品 取 得 支 出 （ 300,000）（ 4,000,000）（ 0）

1. 備 品 取 得 支 出 300,000 4,000,000 0

5. 予 備 費 ［ 1,000,000］［ 1,000,000］［ 1,000,000］

6. 次 年 度 繰 越 収 支 差 額 ［ 16,754,128］［ 768,426］［ 64,690,128］

合 計 206,101,128 242,840,902 294,913,726
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令和５年度　専修寺歳入歳出予算

歳入の部

科 　 　 　 　 　 　 　 目 ５ 年 度 予 算 額 ４ 年 度 予 算 額 ４年度決算見込額

1. 宗 教 活 動 収 入 ［ 252,330,000］［ 252,140,000］［ 251,511,345］

1. 諸 進 納 金 （ 91,400,000）（ 88,800,000）（ 93,340,445）

1. 進 納 所 冥 加 金 4,000,000 3,000,000 4,116,200

2. 申 物 冥 加 金 80,000,000 78,000,000 80,796,800

3. 賽 銭 6,000,000 7,000,000 5,934,445

4. 特 別 懇 志 金 1,000,000 400,000 2,493,000

5. 御 染 筆 冥 加 金 400,000 400,000 0

2. 納 骨 堂 冥 加 金 （ 157,380,000）（ 159,790,000）（ 155,149,900）

1. 浄 華 台 冥 加 金 62,000,000 57,000,000 65,355,600

2. 納 骨 堂 加 入 冥 加 金 12,700,000 14,000,000 9,510,000

3. 納 骨 壇 移 転 冥 加 金 980,000 570,000 1,390,000

4. 納 骨 壇 永 年 管 理 冥 加 金 4,200,000 5,000,000 2,250,000

自　５.６.１
至　６.５.31
（ 単位　円）

議案第２号



二 四
二 四

5. 懇 志 金 2,500,000 5,220,000 2,794,500

6. 恭 敬 冥 加 金 75,000,000 78,000,000 73,849,800

3. 墓 地 冥 加 金 （ 3,550,000）（ 3,550,000）（ 3,021,000）

1. 墓 地 管 理 冥 加 金 3,500,000 3,500,000 3,016,000

2. そ の 他 冥 加 金 50,000 50,000 5,000

2. 資 産 管 理 収 入 ［ 410,000］［ 420,000］［ 310,292］

1. 資 産 運 用 収 入 （ 410,000）（ 420,000）（ 310,292）

1. 諸 利 子 410,000 420,000 310,292

3. 雑 収 入 ［ 16,700,000］［ 5,700,000］［ 5,701,422］

1. 雑 収 入 （ 3,200,000）（ 3,200,000）（ 3,811,422）

1. 雑 収 入 3,000,000 3,000,000 3,669,812

2. 懇志金その他非課税収入 200,000 200,000 141,610

2. 蓮 の 会 収 入 （ 2,500,000）（ 2,500,000）（ 1,890,000）

1. 蓮 の 会 年 会 費 2,500,000 2,500,000 1,890,000

3. 宝 物 館 収 入 （ 11,000,000）（ 0）（ 0）

1. 観 覧 料 収 入 8,000,000 0 0



二 五
二 五

2. グ ッ ズ 等 販 売 収 入 3,000,000 0 0

4. 貸 付 金 回 収 収 入 ［ 25,000,000］［ 0］［ 25,000,000］

5. 特 定 資 産 取 崩 収 入 ［ 20,000,000］［ 44,878,000］［ 5,000,000］

1. 特 定 資 産 取 崩 収 入 （ 20,000,000）（ 44,878,000）（ 5,000,000）

1. 引 当 金 取 崩 収 入 20,000,000 44,878,000 5,000,000

6. 繰 入 金 収 入 ［ 0］［ 45,356,476］［ 550,145,925］

1. 繰 入 金 収 入 （ 0）（ 45,356,476）（ 550,145,925）

1. 高 田 派 回 金 0 45,356,476 550,145,925

7. 前 年 度 繰 越 収 支 差 額 ［ 1,211,000］［ 12,132,620］［ 13,732,376］

合 計 315,651,000 360,627,096 851,401,360



二 六
二 六

歳出の部

科 　 　 　 　 　 　 　 目 ５ 年 度 予 算 額 ４ 年 度 予 算 額 ４年度決算見込額

1. 宗 教 活 動 支 出 ［ 156,790,000］［ 171,502,000］［ 156,376,615］

1. 門 室 費 （ 30,000,000）（ 28,487,000）（ 32,675,798）

1. 門 室 費 30,000,000 28,487,000 32,675,798

2. 維 持 費 （ 20,520,000）（ 23,007,000）（ 23,876,491）

1. 護 持 費 5,000,000 7,177,000 8,012,121

2. 恭 敬 費 1,200,000 1,289,000 1,226,036

3. 事 務 費 3,020,000 3,871,000 3,160,000

4. 扱 待 遇 費 3,000,000 2,006,000 3,687,134

5. 団 参 清 掃 費 100,000 0 43,920

6. 協 賛 費 500,000 900,000 444,000

7. 申 物 購 入 費 4,000,000 5,028,000 3,048,200

8. 調 度 費 700,000 594,000 3,553,580

9. 文 化 財 保 存 費 3,000,000 1,142,000 701,500

10. 平 等 院 殿 一 周 忌 法 要 0 1,000,000 1,912,947



二 七
二 七

3. 管 理 費 （ 86,290,000）（ 97,764,000）（ 78,603,973）

1. 自 動 車 諸 費 2,000,000 1,664,000 1,730,000

2. 水 道 光 熱 管 理 費 21,000,000 15,161,000 16,000,000

3. 緑 化 管 理 費 3,000,000 3,500,000 2,083,362

4. 通 信 印 刷 費 4,500,000 5,047,000 5,000,000

5. 諸 消 耗 品 費 1,500,000 2,000,000 1,800,000

6. リ ー ス 料 100,000 150,000 91,344

7. 損 害 保 険 料 3,000,000 3,000,000 2,223,000

8. 土 地 借 用 料 900,000 900,000 900,000

9. 公 租 公 課 770,000 770,000 752,400

10. 警 備 費 4,300,000 4,279,000 4,462,675

11. 雑 費 600,000 1,000,000 608,958

12. 防 火 設 備 費 4,500,000 4,693,000 4,477,550

13. 営 繕 補 修 費 40,120,000 55,600,000 38,474,684

4. 納 骨 堂 費 （ 5,380,000）（ 6,280,000）（ 5,710,708）

1. 法 会 費 2,700,000 3,880,000 3,156,279



二 八
二 八

2. 記 念 品 費 650,000 650,000 594,000

3. 納 骨 堂 清 掃 費 2,030,000 1,750,000 1,960,429

5. 墓 地 費 （ 7,070,000）（ 0）（ 0）

1. 展 示 活 動 費 2,000,000 0 0

2. 保 存 管 理 活 動 費 200,000 0 0

3. 研 究 費 850,000 0 0

4. 教 育 ・ 普 及 活 動 費 700,000 0 0

5. グ ッ ズ 制 作 費 1,000,000 0 0

6. 広 報 物 制 作 費 500,000 0 0

7. 諸 会 議 費 500,000 0 0

8. 施 設 維 持 保 守 管 理 費 1,320,000 0 0

6. 墓 地 費 （ 1,100,000）（ 2,264,000）（ 936,645）

1. 維 持 管 理 費 1,000,000 2,164,000 906,123

2. 諸 雑 費 100,000 100,000 30,522

7. 交 付 金 （ 13,500,000）（ 13,700,000）（ 14,573,000）

1. 院 号 交 付 金 13,000,000 13,000,000 14,098,000



二 九
二 九

2. 納 骨 壇 加 入 交 付 金 500,000 700,000 475,000

2. 人 件 費 ［ 144,900,000］［ 140,287,000］［ 140,609,470］

1. 給 料 手 当 （ 144,900,000）（ 140,287,000）（ 140,609,470）

1. 諸 給 与 115,000,000 115,000,000 115,000,000

2. 傭 人 費 3,000,000 600,000 359,470

3. 日 直 宿 直 費 2,200,000 2,200,000 2,030,000

4. 通 勤 補 助 費 3,400,000 3,400,000 3,220,000

5. 福 利 厚 生 費 20,000,000 19,087,000 20,000,000

6. 退 職 手 当 1,300,000 0 2,187,760

3. 繰 入 金 支 出 ［ 1,146,000］［ 47,076,476］［ 52,227,537］

1. 繰 入 金 支 出 （ 0）（ 1,000,000）（ 27）

1. 高 田 派 回 金 0 1,000,000 27

2. 特 別 会 計 繰 入 金 支 出 （ 1,146,000）（ 46,076,476）（ 52,227,510）

1. 専修寺聖教保存修理特会繰入金支出 1,146,000 720,000 1,081,612

2. イノベーション型プロジェクト特会繰入金支出 0 45,356,476 50,145,898

3. 特 別 法 要 繰 入 金 0 0 1,000,000



三 〇
三 〇

4. 資 産 取 得 支 出 ［ 500,000］［ 180,000］［ 609,400］

1. 備 品 取 得 支 出 （ 500,000）（ 180,000）（ 609,400）

1. 備 品 取 得 支 出 500,000 180,000 609,400

5. 特 定 資 産 繰 入 支 出 ［ 300,000］［ 0］［ 500,367,338］

1. 特 定 資 産 支 出 （ 300,000）（ 0）（ 500,367,338）

1. 退 職 給 与 引 当 預 金 支 出 300,000 0 367,338

2. 減 価 償 却 引 当 預 金 支 出 0 0 500,000,000

6. 予 備 費 ［ 1,000,000］［ 1,000,000］［ 0］

7. 次 年 度 繰 越 収 支 差 額 ［ 3,945,000］［ 581,620］［ 1,211,000］

合 計 315,651,000 360,627,096 851,401,360



三 一
三 一

令和５年度真宗高田派共済会歳入歳出予算

令和５年６月１日から令和６年５月31日

【収入の部】 （単位：円）

科 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 異

財 産 収 入 ［ 49,000］［ 59,000］［ △　　　　10,000］

預 金 利 子 3,000 8,000 △　　　　 5,000

国 公 債 利 金 46,000 51,000 △　　　　 5,000

掛 金 収 入 ［ 12,404,000］［ 12,404,000］［ 0］

寺 院 掛 金 11,900,000 11,900,000 0

本 山 職 員 掛 金 504,000 504,000 0

繰 入 金 収 入 ［ 1,000,000］［ 1,000,000］［ 0］

高 田 派 回 金 1,000,000 1,000,000 0

償 還 金 ［ 1,784,000］［ 1,880,000］［ △　　　　96,000］

償 還 金 1,784,000 1,880,000 △　　　　96,000

雑 収 入 ［ 6,000］［ 6,000］［ 0］

雑 収 入 6,000 6,000 0

議案第３号



三 二
三 二

前 年 度 繰 越 金 ［ 16,000,000］［ 14,000,000］［ 2,000,000］

収 入 合 計 31,243,000 29,349,000 1,894,000



三 三
三 三

【支出の部】 （単位：円）

科 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 異

給 付 金 ［ 10,000,000］［ 10,000,000］［ 0］

祝 金 ・ 見 舞 金 3,000,000 3,000,000 0

香 料 3,000,000 3,000,000 0

慰 労 金 4,000,000 4,000,000 0

奨 学 金 ・ 奨 励 金 ［ 3,200,000］［ 3,200,000］［ 0］

奨 学 金 3,000,000 3,000,000 0

奨 励 金 200,000 200,000 0

記 念 品 費 ［ 1,400,000］［ 1,300,000］［ 100,000］

記 念 品 費 1,400,000 1,300,000 100,000

事 務 費 ［ 420,000］［ 420,000］［ 0］

諸 手 当 370,000 370,000 0

雑 費 50,000 50,000 0

積 立 金 ［ 2,000,000］［ 2,000,000］［ 0］



三 四
三 四

国 公 債 購 入 2,000,000 2,000,000 0

予 備 費 ［ 14,223,000］［ 12,429,000］［ 1,794,000］

支 出 合 計 31,243,000 29,349,000 1,894,000



三 五
三 五

令和５年度　高田派法主褒賞特別会計歳入歳出予算
自　５.６.１
至　６.５.31

（ 単位：円）歳入の部

科 目 本年度予算額 前年度予算額 増 減 備 考

1. 維 持 資 金 100 500 　△ 400

利 子 100 500 0 預金利息

2. 法 主 褒 賞 特 別 基 金 取 崩 500,000 500,000

3. 雑 収 入 0 0 0 懇志等

4. 繰 越 金 152,022 378,402 　△ 226,380 前年度繰越金

合 計 652,122 878,902 　△ 226,780

議案第４号



三 六
三 六

歳出の部

科 目 本年度予算額 前年度予算額 増 減 備 考

1. 委 員 会 費 86,000 86,000 0

1. 委 員 会 手 当 旅 費 66,000 66,000 0
選考委員手当、
旅費

2. 会 議 費 20,000 20,000 0
選考委員会昼食
代

2. 褒 賞 費 440,000 640,000 　△ 200,000

1. 記 念 品 費 400,000 600,000 　△ 200,000 受賞者記念品

2. 扱 費 40,000 40,000 0
受賞者、招待者
接待費

3. 諸 雑 費 880 880 0 振込手数料

4. 次 期 繰 越 金 125,242 152,022 　△ 26,780 次年度繰越金

合 計 652,122 878,902 　△ 226,780



三 七
三 七

科　　　　　　　　　目 ５ 年 度 予 算 額 ４ 年 度 予 算 額 内 訳

1. 国 庫 補 助 金 ［ 2,094,000］［ 1,971,000］

国 庫 補 助 金 （ 2,094,000）（ 1,971,000）

国 庫 補 助 金 2,094,000 1,971,000

2. 三 重 県 補 助 金 ［ 380,000］［ 358,000］

三 重 県 補 助 金 （ 380,000）（ 358,000）

三 重 県 補 助 金 380,000 358,000

3. 津 市 補 助 金 ［ 190,000］［ 179,000］

津 市 補 助 金 （ 190,000）（ 179,000）

津 市 補 助 金 190,000 179,000

4. 所 有 者 負 担 金 ［ 1,145,036］［ 1,127,210］

所 有 者 負 担 金 （ 1,145,036）（ 1,127,210）

歳入の部

令和５年度　専修寺聖教保存修理特別会計歳入歳出予算
自　５.６.１
至　６.５.31
（ 単位　円）

議案第５号



三 八
三 八

所 有 者 負 担 金 1,145,036 1,127,210

5. 雑 収 入 ［ 0］［ 0］

雑 収 入 （ 0）（ 0）

雑 収 入 0 0

合 計 3,809,036 3,635,210



三 九
三 九

歳出の部

科　　　　　　　　　目 ５ 年 度 予 算 額 ４ 年 度 予 算 額 内 訳

1. 総 事 業 費 ［ 3,795,836］［ 3,536,410］ 　

請 負 費 （ 3,795,836）（ 3,486,010） 松鶴堂修理請負費

人 件 費 1,693,000 1,568,000

原 材 料 費 27,800 33,100

直 接 経 費 1,693,000 1,568,000

特 別 経 費 33,600

技 術 料 等 経 費 3,360

消 費 税 345,076 316,910

主 た る 事 業 費 （ 0）（ 50,400）

（ 報 償 費 ） 35,000

（ 旅 　 費 ） 0 10,000 　

（ 需 用 費 ） 0 5,400

2. そ の 他 の 経 費 ［ 13,200］［ 98,800］ 　

そ の 他 の 経 費 （ 13,200）（ 98,800）



四 〇
四 〇

（ 指 導 監 督 旅 費 ） 68,000

需 用 費 13,200 30,800 写真代等

合 計 3,809,036 3,635,210 　



四
一

四
一

四
一
頁

第
九
十
七
回

仏
教
文
化
講
座
報
告

本
年
も
大
変
暑
い
中
、
法
主
殿
・
法
嗣
殿
の
ご
臨
席
を

仰
ぎ
、
多
く
の
聴
講
の
皆
様
を
迎
え
て
、
第
九
十
七
回
仏

教
文
化
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
と
講
題
、
講
義
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
り
ま
し
た
。

八
月
一
日

法
主
殿
御
親
講

「
太
子
信
仰
と
太
子
守
宗
」

太
子
研
究
に
つ
い
て
は
、
田
中
嗣
人
氏
の
「

様
々
な

（

研
究
者
の
立
場
で
）
各
人
・
各
時
代
に
わ
た
っ
て
太
子
の

人
間
像
が
様
々
に
変
化
を
み
せ
る
の
で
あ
る
」
の
言
葉
を

引
用
さ
れ
て
、
太
子
の
存
在
は
付
加
さ
れ
た
多
様
性
故
に

人
と
時
代
に
翻
弄
さ
れ
て
来
た
と
言
え
よ
う
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
子
信
仰
は
、
そ
の
受
容
者
に
よ

っ
て
多
様
に
変
節
し
、
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
独
自
な
信

仰
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
し
て
、
そ
の
代
表

例
の
一
つ
が
福
島
県
会
津
地
方
に
固
有
の
「
太
子
守
宗
」

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
は
、
岩
手
県
の
「
ま
い
り
の
仏

、
新
潟
県

」

の
「
黒
駒
太
子
信
仰
」
と
似
た
信
仰
形
態
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、
親
鸞
の
直
弟
と
さ
れ
る
会
津
の
無
為
信
、
さ
ら
に

常
陸
か
ら
奥
州
に
教
線
を
拡
張
し
た
是
信
ら
の
活
動
が
関

与
し
、
こ
れ
ら
の
信
仰
は
親
鸞
直
弟
た
ち
の
広
め
た
初
期

真
宗
門
徒
の
信
仰
形
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
親
鸞
聖
人
の
布
教
が
太
子
信
仰
と
善
光
寺
信
仰
の
拠

点
を
足
掛
か
り
に
し
て
展
開
し
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る

が
、
北
関
東
か
ら
奥
羽
で
の
直
弟
ら
の
布
教
も
親
鸞
と
同

様
な
ス
タ
ン
ス
を
継
承
し
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
の
信
仰
実
態
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
聖

徳
太
子
を
本
尊
と
し
、
太
子
堂
を
本
堂
と
し
て
日
々
の
礼

拝
を
行
い
、
信
徒
の
葬
儀
や
法
事
も
僧
侶
で
な
い
信
徒
の

代
表
が
執
り
行
う
よ
う
な
形
式
を
採
っ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
、
信
徒
の
無
病
息
災
や
極
楽
往
生
を
祈
願
す
る
呪
術
的

・
現
世
利
益
的
な
作
法
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

太
子
守
宗
の
実
態
を
記
し
た
史
料
・

会
津
堂
宇
縁
起
」

「

よ
り
、
特
定
の
宗
派
に
所
属
せ
ず
、
そ
の
管
理
者
は
民
間

、

、

、

に
あ
っ
て

加
持
祈
祷
を
行
い

巫
覡
者
的
性
格
を
持
ち
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第
九
十
七
回

仏
教
文
化
講
座
報
告

本
年
も
大
変
暑
い
中
、
法
主
殿
・
法
嗣
殿
の
ご
臨
席
を

仰
ぎ
、
多
く
の
聴
講
の
皆
様
を
迎
え
て
、
第
九
十
七
回
仏

教
文
化
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
と
講
題
、
講
義
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
り
ま
し
た
。

八
月
一
日

法
主
殿
御
親
講

「
太
子
信
仰
と
太
子
守
宗
」

太
子
研
究
に
つ
い
て
は
、
田
中
嗣
人
氏
の
「

様
々
な

（

研
究
者
の
立
場
で
）
各
人
・
各
時
代
に
わ
た
っ
て
太
子
の

人
間
像
が
様
々
に
変
化
を
み
せ
る
の
で
あ
る
」
の
言
葉
を

引
用
さ
れ
て
、
太
子
の
存
在
は
付
加
さ
れ
た
多
様
性
故
に

人
と
時
代
に
翻
弄
さ
れ
て
来
た
と
言
え
よ
う
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
子
信
仰
は
、
そ
の
受
容
者
に
よ

っ
て
多
様
に
変
節
し
、
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
独
自
な
信

仰
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
し
て
、
そ
の
代
表

例
の
一
つ
が
福
島
県
会
津
地
方
に
固
有
の
「
太
子
守
宗
」

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
は
、
岩
手
県
の
「
ま
い
り
の
仏

、
新
潟
県

」

の
「
黒
駒
太
子
信
仰
」
と
似
た
信
仰
形
態
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、
親
鸞
の
直
弟
と
さ
れ
る
会
津
の
無
為
信
、
さ
ら
に

常
陸
か
ら
奥
州
に
教
線
を
拡
張
し
た
是
信
ら
の
活
動
が
関

与
し
、
こ
れ
ら
の
信
仰
は
親
鸞
直
弟
た
ち
の
広
め
た
初
期

真
宗
門
徒
の
信
仰
形
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
親
鸞
聖
人
の
布
教
が
太
子
信
仰
と
善
光
寺
信
仰
の
拠

点
を
足
掛
か
り
に
し
て
展
開
し
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る

が
、
北
関
東
か
ら
奥
羽
で
の
直
弟
ら
の
布
教
も
親
鸞
と
同

様
な
ス
タ
ン
ス
を
継
承
し
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
の
信
仰
実
態
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
聖

徳
太
子
を
本
尊
と
し
、
太
子
堂
を
本
堂
と
し
て
日
々
の
礼

拝
を
行
い
、
信
徒
の
葬
儀
や
法
事
も
僧
侶
で
な
い
信
徒
の

代
表
が
執
り
行
う
よ
う
な
形
式
を
採
っ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
、
信
徒
の
無
病
息
災
や
極
楽
往
生
を
祈
願
す
る
呪
術
的

・
現
世
利
益
的
な
作
法
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

太
子
守
宗
の
実
態
を
記
し
た
史
料
・

会
津
堂
宇
縁
起
」

「

よ
り
、
特
定
の
宗
派
に
所
属
せ
ず
、
そ
の
管
理
者
は
民
間

、

、

、

に
あ
っ
て

加
持
祈
祷
を
行
い

巫
覡
者
的
性
格
を
持
ち
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神
仏
混
淆
、
呪
術
的
性
格
の
強
い
念
仏
聖
だ
っ
た
と
推
察

さ
れ
る
、
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
「
会
津
堂
宇
縁
起
」
よ
り
「
太
子
守
宗

南
泉
寺
」
の
実
態
が
よ
く
把
握
さ
れ
、
恐
ら
く
親
鸞
聖
人

直
弟
ら
の
布
教
が
会
津
に
到
達
す
る
以
前
か
ら
こ
の
地
に

あ
っ
て
、
太
子
堂
は
地
域
民
の
信
仰
の
中
心
で
あ
り
、
僧

侶
は
常
駐
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
へ
、
聖
人
直
弟
の
布

教
が
地
域
に
浸
潤
し
て
来
る
と
、
元
来
の
民
俗
信
仰
と
真

宗
的
太
子
信
仰
が
習
合
し
、
太
子
だ
け
で
な
く
、
阿
弥
陀

仏
あ
る
い
は
善
光
寺
如
来
を
も
礼
拝
の
対
象
に
加
え
、
念

仏
を
推
奨
す
る
信
仰
へ
と
変
節
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
下
野
本
寺
専
修
寺
も
原
型
は
太
子
信
仰
、

あ
る
い
は
善
光
寺
信
仰
の
道
場
で
あ
り
、
そ
れ
が
や
が
て

僧
侶
の
常
駐
す
る
寺
院
に
な
っ
て
ゆ
く
が
、
こ
れ
は
南
泉

寺
と
同
一
の
変
遷
で
あ
る
。
専
修
寺
初
め
初
期
真
宗
寺
院

と
太
子
守
宗
寺
院
は
そ
の
起
源
や
そ
の
後
の
経
過
に
お
い

て
、
極
め
て
近
い
性
格
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
、
と
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
江
戸
時
代
の
初
め
の
、
会
津
藩
の
宗
教
統
制

に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
さ
れ
、
そ
の
中
で
太
子
守
宗
の
全

寺
院
は
、
何
と
か
し
て
破
却
だ
け
は
回
避
し
た
い
、
と
の

強
い
思
い
は
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、
こ
こ

で
提
案
さ
れ
た
起
死
回
生
の
妙
案
が
、
高
田
派
へ
の
帰
属

で
あ
っ
て
、
そ
の
時
の
帰
属
願
兼
誓
約
書
の
原
本
七
通
が

専
修
寺
に
現
存
し
て
い
て
、
こ
の
誓
約
書
の
内
容
は
と
て

も
興
味
深
く
、
珍
し
い
の
は
一
字
一
句
違
わ
ぬ
文
書
が
さ

ら
に
六
通
作
成
さ
れ
て
、
本
山
に
提
出
さ
れ
て
い
る
事
実

で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
、
申
請
書
※
の
内
容
も
紹
介
さ
れ

ま
し
た
。
※
十
月
一
日
ま
で
、
燈
炬
殿
に
て
展
示
。

最
後
に
法
主
殿
は
、
室
町
時
代
浄
土
宗
の
僧
聖
冏
が
批

判
す
る
程
全
盛
を
極
め
て
い
た
太
子
守
宗
は
会
津
藩
の
宗

教
統
制
に
よ
り
完
全
に
命
脈
を
絶
た
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
信
仰
形
態
を
現
代
に
ま
で
継
承
し
て
い
る
の
が

高
田
派
だ
と
い
う
こ
と
を
銘
記
し
て
お
き
た
い
、
と
今
回

の
御
親
講
を
結
ば
れ
ま
し
た
。

八
月
二
日

東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授佐

藤

弘
夫

先
生

「
墓
の
ゆ
く
え
～
変
動
す
る
日
本
人
の
死
生
観
～
」

宗 門 の お 知 ら せ
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第
九
十
七
回

仏
教
文
化
講
座
報
告

本
年
も
大
変
暑
い
中
、
法
主
殿
・
法
嗣
殿
の
ご
臨
席
を

仰
ぎ
、
多
く
の
聴
講
の
皆
様
を
迎
え
て
、
第
九
十
七
回
仏

教
文
化
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
と
講
題
、
講
義
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
り
ま
し
た
。

八
月
一
日

法
主
殿
御
親
講

「
太
子
信
仰
と
太
子
守
宗
」

太
子
研
究
に
つ
い
て
は
、
田
中
嗣
人
氏
の
「

様
々
な

（

研
究
者
の
立
場
で
）
各
人
・
各
時
代
に
わ
た
っ
て
太
子
の

人
間
像
が
様
々
に
変
化
を
み
せ
る
の
で
あ
る
」
の
言
葉
を

引
用
さ
れ
て
、
太
子
の
存
在
は
付
加
さ
れ
た
多
様
性
故
に

人
と
時
代
に
翻
弄
さ
れ
て
来
た
と
言
え
よ
う
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
子
信
仰
は
、
そ
の
受
容
者
に
よ

っ
て
多
様
に
変
節
し
、
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
独
自
な
信

仰
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
し
て
、
そ
の
代
表

例
の
一
つ
が
福
島
県
会
津
地
方
に
固
有
の
「
太
子
守
宗
」

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
は
、
岩
手
県
の
「
ま
い
り
の
仏

、
新
潟
県

」

の
「
黒
駒
太
子
信
仰
」
と
似
た
信
仰
形
態
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、
親
鸞
の
直
弟
と
さ
れ
る
会
津
の
無
為
信
、
さ
ら
に

常
陸
か
ら
奥
州
に
教
線
を
拡
張
し
た
是
信
ら
の
活
動
が
関

与
し
、
こ
れ
ら
の
信
仰
は
親
鸞
直
弟
た
ち
の
広
め
た
初
期

真
宗
門
徒
の
信
仰
形
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
親
鸞
聖
人
の
布
教
が
太
子
信
仰
と
善
光
寺
信
仰
の
拠

点
を
足
掛
か
り
に
し
て
展
開
し
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る

が
、
北
関
東
か
ら
奥
羽
で
の
直
弟
ら
の
布
教
も
親
鸞
と
同

様
な
ス
タ
ン
ス
を
継
承
し
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
の
信
仰
実
態
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
聖

徳
太
子
を
本
尊
と
し
、
太
子
堂
を
本
堂
と
し
て
日
々
の
礼

拝
を
行
い
、
信
徒
の
葬
儀
や
法
事
も
僧
侶
で
な
い
信
徒
の

代
表
が
執
り
行
う
よ
う
な
形
式
を
採
っ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
、
信
徒
の
無
病
息
災
や
極
楽
往
生
を
祈
願
す
る
呪
術
的

・
現
世
利
益
的
な
作
法
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

太
子
守
宗
の
実
態
を
記
し
た
史
料
・

会
津
堂
宇
縁
起
」

「

よ
り
、
特
定
の
宗
派
に
所
属
せ
ず
、
そ
の
管
理
者
は
民
間

、

、

、

に
あ
っ
て

加
持
祈
祷
を
行
い

巫
覡
者
的
性
格
を
持
ち
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ま
ず
佐
藤
先
生
は
、
日
本
列
島
で
は
縄
文
時
代
か
ら
墓

地
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
死
者
の
名
前
（
戒
名
・

法
名
）
を
刻
ん
だ
墓
地
の
登
場
は
近
世
（
江
戸
時
代
）
以

降
の
現
象
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
、
中
世
で
は
、
匿
名
化
す

る
死
者
で
あ
り
、
近
世
は
、
記
憶
さ
れ
る
死
者
で
あ
る
、

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
中
世
の
墓
の
匿
名
化
に
つ
い
て
は
、

特
別
な
人
の
墓
を
除
い
て
、
中
世
人
は
、
遠
い
浄
土
へ
の

往
生
が
理
想
で
あ
り
、
こ
の
世
に
残
る
死
者
は
不
幸
な
存

在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
中
世
で
は
、
濃
厚
な
宗
教
世
界
、

現
世
を
超
越
す
る
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
、
強
力
な

救
済
者
に
よ
っ
て
瞬
時
に
救
済
が
成
就
す
る
こ
と
が
願
わ

れ
、
一
方
、
近
世
に
お
い
て
は
、
不
可
視
の
浄
土
の
リ
ア

リ
テ
ィ
が
喪
失
し
て
、
近
世
人
の
死
者
の
理
想
は
、
安
ら

、

、

、

か
な
眠
り

子
孫
と
の
対
話

こ
の
世
へ
の
再
生
で
あ
り

死
後
の
安
楽
が
生
き
て
い
る
者
の
安
楽
に
惹
き
つ
け
て
解

、

「

」

釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て

東
北
の

供
養
絵
額

な
ど
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

、

、

、

そ
し
て

現
代
に
お
い
て
は

家
の
あ
り
方
が
激
変
し

自
分
を
供
養
し
て
く
れ
る
人
が
い
な
く
な
っ
て
く
る
。
そ

の
た
め
に
、
墓
じ
ま
い
、
散
骨
、
樹
木
葬
、
手
元
供
養
な

ど
、
死
者
を
記
録
に
と
ど
め
る
の
で
は
な
く
、
自
分
を
知

っ
て
い
る
人
の
記
憶
に
と
ど
め
る
と
い
う
よ
う
に
、
新
し

い
死
生
観
へ
と
展
開
し
て
い
る
が
、
私
た
ち
は
今
後
、
生

と
死
を
め
ぐ
る
、
ど
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
紡
い
で
い

け
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

次
に
、
幽
霊
の
発
生
に
焦
点
を
あ
て
ら
れ
て
、
中
世
で

は
お
墓
が
匿
名
で
あ
り
、
こ
の
世
に
残
る
死
者
は
不
幸
な

存
在
で
あ
っ
た
が
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
他
界
と
救

済
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
失
わ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世

に
留
ま
る
死
者
が
爆
発
的
に
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ

、

、

、

し
て

江
戸
時
代
に
は

死
者
と
の
平
和
的
共
存
と
し
て

お
墓
は
お
経
の
聞
こ
え
る
境
内
墓
地
へ
埋
葬
し
、
供
養
と

墓
参
り
を
継
続
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
を
し
な
い
と
、

恨
み
を
晴
ら
す
ま
で
つ
き
ま
と
う
幽
霊
が
発
生
す
る
、
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
一
方
で

草
木
国
土
悉
皆
成
仏

の
思
想
と

疫

、「

」

、「

病
神
」
に
着
目
さ
れ
、
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
に
成
仏
の
可
能
性
を
認
め
て
い
て
、
そ
の
あ
ら

、「

」
「

」

ゆ
る
も
の
と
共
存
し
て
い
る
と
考
え

疫
病
神

は

神
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第
九
十
七
回

仏
教
文
化
講
座
報
告

本
年
も
大
変
暑
い
中
、
法
主
殿
・
法
嗣
殿
の
ご
臨
席
を

仰
ぎ
、
多
く
の
聴
講
の
皆
様
を
迎
え
て
、
第
九
十
七
回
仏

教
文
化
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
と
講
題
、
講
義
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
り
ま
し
た
。

八
月
一
日

法
主
殿
御
親
講

「
太
子
信
仰
と
太
子
守
宗
」

太
子
研
究
に
つ
い
て
は
、
田
中
嗣
人
氏
の
「

様
々
な

（

研
究
者
の
立
場
で
）
各
人
・
各
時
代
に
わ
た
っ
て
太
子
の

人
間
像
が
様
々
に
変
化
を
み
せ
る
の
で
あ
る
」
の
言
葉
を

引
用
さ
れ
て
、
太
子
の
存
在
は
付
加
さ
れ
た
多
様
性
故
に

人
と
時
代
に
翻
弄
さ
れ
て
来
た
と
言
え
よ
う
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
子
信
仰
は
、
そ
の
受
容
者
に
よ

っ
て
多
様
に
変
節
し
、
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
独
自
な
信

仰
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
し
て
、
そ
の
代
表

例
の
一
つ
が
福
島
県
会
津
地
方
に
固
有
の
「
太
子
守
宗
」

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
は
、
岩
手
県
の
「
ま
い
り
の
仏

、
新
潟
県

」

の
「
黒
駒
太
子
信
仰
」
と
似
た
信
仰
形
態
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、
親
鸞
の
直
弟
と
さ
れ
る
会
津
の
無
為
信
、
さ
ら
に

常
陸
か
ら
奥
州
に
教
線
を
拡
張
し
た
是
信
ら
の
活
動
が
関

与
し
、
こ
れ
ら
の
信
仰
は
親
鸞
直
弟
た
ち
の
広
め
た
初
期

真
宗
門
徒
の
信
仰
形
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
親
鸞
聖
人
の
布
教
が
太
子
信
仰
と
善
光
寺
信
仰
の
拠

点
を
足
掛
か
り
に
し
て
展
開
し
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る

が
、
北
関
東
か
ら
奥
羽
で
の
直
弟
ら
の
布
教
も
親
鸞
と
同

様
な
ス
タ
ン
ス
を
継
承
し
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
の
信
仰
実
態
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
聖

徳
太
子
を
本
尊
と
し
、
太
子
堂
を
本
堂
と
し
て
日
々
の
礼

拝
を
行
い
、
信
徒
の
葬
儀
や
法
事
も
僧
侶
で
な
い
信
徒
の

代
表
が
執
り
行
う
よ
う
な
形
式
を
採
っ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
、
信
徒
の
無
病
息
災
や
極
楽
往
生
を
祈
願
す
る
呪
術
的

・
現
世
利
益
的
な
作
法
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

太
子
守
宗
の
実
態
を
記
し
た
史
料
・

会
津
堂
宇
縁
起
」

「

よ
り
、
特
定
の
宗
派
に
所
属
せ
ず
、
そ
の
管
理
者
は
民
間

、

、

、

に
あ
っ
て

加
持
祈
祷
を
行
い

巫
覡
者
的
性
格
を
持
ち
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で
あ
り
、
退
治
す
る
こ
と
は
論
外
で
あ
り
、
厚
く
も
て
な

し
て
お
引
き
取
り
い
た
だ
く

「
カ
ミ

、
神
仏
な
ど
の
超

。

」

越
的
存
在
が
あ
っ
て
、
こ
の
世
で
の
生
か
ら
、
も
う
一
つ

の
世
界
で
の
生
へ
と
移
行
す
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ

。

、

、

る

そ
の
前
近
代
社
会
の
死
生
観
が

近
代
に
お
い
て
は

人
間
こ
そ
が
特
権
的
存
在
と
考
え
、
共
生
者
で
あ
っ
た
疫

病
神
を
、
撲
滅
す
べ
き
対
象
者
へ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
と
死
を
貫
く
も
の

を
失
っ
て
、
死
は
未
知
な
る
暗
黒
世
界
と
化
し
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

八
月
三
日

龍
谷
大
学
文
学
部
真
宗
学
科
教
授

鍋
島

直
樹

先
生

「
親
鸞
聖
人
の
死
生
観
―
人
生
の
終
末
・
心
の
救
い
―
」

鍋
島
先
生
は
、
ご
自
身
の
親
と
の
死
別
に
も
触
れ
ら
れ

な
が
ら
、
基
本
的
に
は
配
付
資
料
に
添
っ
て
話
を
す
す
め

て
い
か
れ
ま
し
た
。

講
演
の
前
半
で
は
、
ま
ず
「
死
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
」
の
テ
ー
マ
を
挙
げ
ら
れ
て
、
山
崎
章
郎
医

師
の
息
子
に
宛
て
た
『
病
院
で
死
ぬ
と
い
う
こ
と
』
の
一

文
を
紹
介
さ
れ
て
、
死
を
越
え
ら
れ
る
道
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
愛
し
て
い
る
こ
と
、
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る

と
思
い
ま
す
、
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

「

」

次
の
テ
ー
マ

人
生
の
終
末
に
お
け
る
心
の
ケ
ア
と
は

で
は

「
患
者
が
そ
の
人
生
を
最
後
ま
で
生
き
ら
れ
る
よ

、

う
に
支
援
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
親
鸞
聖
人
が
飢
饉
で
亡

く
な
っ
た
人
々
を
悼
み

臨
終
の
善
悪
を
ば
申
さ
ず

を

、「

」「

は
り
も
め
で
た
く
候
へ
」
と
手
紙
を
送
ら
れ
て
い
る
よ
う

、「

」

、

に

す
べ
て
の
死
は
は
か
な
く
尊
い

こ
と
で
あ
っ
て

対
機
説
法
の
よ
う
に
「
患
者
を
大
切
に
思
い
、
そ
の
答
え

は
」
一
つ
で
は
な
く

「
最
後
ま
で
見
捨
て
な
い
覚
悟
」

、

が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
淀
川
キ
リ
ス
ト
教

病
院
の
柏
木
哲
夫
医
師
が
言
わ
れ
た｢

支
え
る
」
と｢

寄
り

添
う｣

の
違
い
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

「

」

、

そ
の
次
の
テ
ー
マ

死
に
直
面
し
た
人
の
願
い

で
は

「
孤
独
さ
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
が
い
る

「
未
解
決
な

」、

問
題
を
解
決
す
る

「
穏
や
か
な
日
常
生
活
が
存
続
す
る

」、

こ
と

「
愛
と
願
い
の
継
承

「
再
会
の
願
い
」
の
五
つ

」、

」、

を
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
、
平
野
恵
子

宗 門 の お 知 ら せ

四
一
頁

第
九
十
七
回

仏
教
文
化
講
座
報
告

本
年
も
大
変
暑
い
中
、
法
主
殿
・
法
嗣
殿
の
ご
臨
席
を

仰
ぎ
、
多
く
の
聴
講
の
皆
様
を
迎
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が
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催
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れ
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師
の
先
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と
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題
、
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の
概
要
は
次
の
と
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で
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ま
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一
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「
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子
信
仰
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宗
」

太
子
研
究
に
つ
い
て
は
、
田
中
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人
氏
の
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々
な

（

研
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者
の
立
場
で
）
各
人
・
各
時
代
に
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っ
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が
様
々
に
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化
を
み
せ
る
の
で
あ
る
」
の
言
葉
を
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、
太
子
の
存
在
は
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加
さ
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た
多
様
性
故
に

人
と
時
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に
翻
弄
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来
た
と
言
え
よ
う
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
子
信
仰
は
、
そ
の
受
容
者
に
よ

っ
て
多
様
に
変
節
し
、
さ
ら
に
地
域
に
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っ
て
独
自
な
信

仰
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を
取
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。
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」
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会
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の
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為
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、
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陸
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ら
奥
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に
教
線
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張
し
た
是
信
ら
の
活
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関

与
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、
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鸞
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仰
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近
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光
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仰
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述
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と
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や
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楽
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氏
や
鈴
木
章
子
氏
の
言
葉
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

講
演
の
後
半
で
は

「
親
鸞
聖
人
の
死
生
観
と
救
済
観

、

心
の
依
り
ど
こ
ろ
」
の
テ
ー
マ
の
も
と
、
親
鸞
聖
人
の
御

和
讃
二
つ
（

生
死
の
苦
海
ほ
と
り
な
し
～
」
と
「
本
願

「

力
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば
～

）
を
挙
げ
ら
れ
て
、
人
間
に
と
っ

」

て
真
実
に
生
き
る
道
は
、
真
実
な
る
仏
の
心
を
い
た
だ
い

て
生
き
る
以
外
に
な
い
と
い
う
教
え
だ
っ
た
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。、

「

」

そ
し
て

そ
の
真
実
な
る
仏
の
心
を
い
た
だ
く

信
心

に
つ
い
て
、
聖
人
の
「
信
心
を
う
れ
ば
暁
に
な
る
が
ご
と

し
」
の
お
言
葉
を
紹
介
さ
れ

「
暁
」
と
は
光
と
闇
が
同

、

時
に
あ
る
様
子
で
あ
る
こ
と
を
注
意
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
聖
人
の
救
済
観
は
、
極
重
悪
人
が
た
だ
念
仏
し

、

、

て
救
わ
れ
る
こ
と
を
明
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

そ
し
て

弥
陀
の
わ
け
へ
だ
て
な
い
救
い
を
依
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
、

亡
き
人
は
仏
と
成
っ
て
浄
土
か
ら
還
っ
て
く
る
と
説
か
れ

た
、
と
述
べ
ら
れ
て
、
往
相
還
相
に
つ
い
て
も
説
明
を
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
後
に

「
罪
や
悲
し
み
を
か
か
え
た
ま
ま
で
願
わ
れ

、

て
い
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
挙
げ
ら
れ
て
、
親
鸞
聖
人
の

お
考
え
は
、
い
か
な
る
状
態
で
死
を
迎
え
よ
う
と
も
、
阿

弥
陀
仏
の
摂
取
不
捨
の
本
願
を
信
じ
る
人
は
、
必
ず
浄
土

に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と

述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

八
月
四
日

早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師

大
正
大
学
非
常
勤
講
師

栁
澤

正
志

先
生

「
親
鸞
聖
人
と
天
台
浄
土
教
」

ま
ず
最
初
に
栁
澤
先
生
は

「
浄
土
と
法
華
は
相
容
れ

、

な
い
も
の
だ
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
固
定
概

」

。

念
を
払
拭
す
る
た
め
に
来
ま
し
た

と
述
べ
ら
れ
ま
し
た

そ
し
て
、
日
本
天
台
浄
土
教
の
概
略
と
し
て
、
天
台
宗

に
お
け
る
浄
土
信
仰
の
原
点
は
、
智
顗
の
浄
土
信
仰
に
は

じ
ま
り
、
慈
覚
大
師
円
仁
は
中
国
よ
り
五
会
念
仏
を
持
ち

帰
っ
て
そ
れ
が
常
行
三
昧
に
導
入
さ
れ
、
後
の
不
断
念
仏

が
「
山
の
念
仏
」
と
し
て
広
く
僧
俗
に
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
ま
た
、
止
観
業
は
法
華
の
行
法
で
あ
る
の
で
、
常

行
三
昧
は
ま
さ
に
法
華
・
浄
土
双
修
の
行
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
る
。
平
安
時
代
に
お
け
る
天
台
宗
の
日
常
勤
行
は

宗 門 の お 知 ら せ
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本
年
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大
変
暑
い
中
、
法
主
殿
・
法
嗣
殿
の
ご
臨
席
を

仰
ぎ
、
多
く
の
聴
講
の
皆
様
を
迎
え
て
、
第
九
十
七
回
仏

教
文
化
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
と
講
題
、
講
義
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
り
ま
し
た
。

八
月
一
日

法
主
殿
御
親
講

「
太
子
信
仰
と
太
子
守
宗
」

太
子
研
究
に
つ
い
て
は
、
田
中
嗣
人
氏
の
「

様
々
な

（

研
究
者
の
立
場
で
）
各
人
・
各
時
代
に
わ
た
っ
て
太
子
の

人
間
像
が
様
々
に
変
化
を
み
せ
る
の
で
あ
る
」
の
言
葉
を

引
用
さ
れ
て
、
太
子
の
存
在
は
付
加
さ
れ
た
多
様
性
故
に

人
と
時
代
に
翻
弄
さ
れ
て
来
た
と
言
え
よ
う
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
子
信
仰
は
、
そ
の
受
容
者
に
よ

っ
て
多
様
に
変
節
し
、
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
独
自
な
信

仰
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
し
て
、
そ
の
代
表

例
の
一
つ
が
福
島
県
会
津
地
方
に
固
有
の
「
太
子
守
宗
」

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
は
、
岩
手
県
の
「
ま
い
り
の
仏

、
新
潟
県

」

の
「
黒
駒
太
子
信
仰
」
と
似
た
信
仰
形
態
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、
親
鸞
の
直
弟
と
さ
れ
る
会
津
の
無
為
信
、
さ
ら
に

常
陸
か
ら
奥
州
に
教
線
を
拡
張
し
た
是
信
ら
の
活
動
が
関

与
し
、
こ
れ
ら
の
信
仰
は
親
鸞
直
弟
た
ち
の
広
め
た
初
期

真
宗
門
徒
の
信
仰
形
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
親
鸞
聖
人
の
布
教
が
太
子
信
仰
と
善
光
寺
信
仰
の
拠

点
を
足
掛
か
り
に
し
て
展
開
し
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る

が
、
北
関
東
か
ら
奥
羽
で
の
直
弟
ら
の
布
教
も
親
鸞
と
同

様
な
ス
タ
ン
ス
を
継
承
し
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
の
信
仰
実
態
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
聖

徳
太
子
を
本
尊
と
し
、
太
子
堂
を
本
堂
と
し
て
日
々
の
礼

拝
を
行
い
、
信
徒
の
葬
儀
や
法
事
も
僧
侶
で
な
い
信
徒
の

代
表
が
執
り
行
う
よ
う
な
形
式
を
採
っ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
、
信
徒
の
無
病
息
災
や
極
楽
往
生
を
祈
願
す
る
呪
術
的

・
現
世
利
益
的
な
作
法
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

太
子
守
宗
の
実
態
を
記
し
た
史
料
・

会
津
堂
宇
縁
起
」

「

よ
り
、
特
定
の
宗
派
に
所
属
せ
ず
、
そ
の
管
理
者
は
民
間

、

、

、

に
あ
っ
て

加
持
祈
祷
を
行
い

巫
覡
者
的
性
格
を
持
ち
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「
朝
題
目
・
夕
念
仏
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
も
法

華
・
浄
土
双
修
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
後
の
、
天
台
の

念
仏
思
想
の
流
れ
は
、
源
信
の
『
往
生
要
集
』
で
説
か
れ

た
観
想
行
中
心
の
念
仏
が
あ
り
、
そ
れ
以
降
は
観
心
念
仏

と
し
て
展
開
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
対
し
て
、
浄
土
宗
や
浄

土
真
宗
の
念
仏
は

専
称
念
仏

で
あ
っ
た

こ
の

専

、「

」

。

「

称
念
仏
」
の

「
専
称
」
は
、
浄
土
宗
や
浄
土
真
宗
の
念

仏
の
特
徴
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
栁
先
生
が
名
づ
け
ら
れ

た
言
葉
で
あ
り
ま
し
た
。

天
台
に
お
け
る
浄
土
の
位
置
付
け
と
し
て
、
末
法
思
想

の
影
響
も
あ
っ
て
、
ま
ず
は
来
世
で
浄
土
に
往
生
し
、
そ

こ
で
成
仏
の
た
め
の
法
華
修
行
す
る
こ
と
を
求
め
る
の

で
、
天
台
の
念
仏
は
諸
行
の
一
つ
で
あ
り
、
法
華
修
行
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
、
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

次
に
、
法
然
上
人
や
親
鸞
聖
人
が
、
天
台
の
念
仏
を
ど

の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
か
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
法
然

上
人
は
あ
く
ま
で
天
台
は
即
身
成
仏
を
説
く
成
仏
教
と
し

て
位
置
づ
け
、
親
鸞
聖
人
は
「
然
れ
ば
末
代
の
道
俗
、
近

世
の
宗
師
、
自
性
唯
心
に
沈
み
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
て
、

こ
こ
で
「
自
性
唯
心
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
天
台
の
念
仏
は
唯
心
・
観
心
と
い
う
要
語
を
も
っ

て
語
ら
れ
、
こ
れ
が
天
台
の
念
仏
観
の
特
徴
で
あ
り
、
そ

れ
が
体
系
化
さ
れ
た
の
が
観
心
念
仏
で
あ
る
、
と
柳
沢
先

生
は
述
べ
ら
れ
、
親
鸞
と
同
時
代
の
天
台
の
浄
土
教
思
想

と
し
て
安
居
院
澄
憲
の
言
説
に
着
目
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の

観
心
や
観
想
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
天
台
の
考
え
で
は
、
私
た
ち
の
中
に
、
阿
弥
陀
仏
が

い
て
、
阿
弥
陀
仏
と
い
っ
し
ょ
に
い
る
、
阿
弥
陀
仏
と
離

れ
な
い
、
阿
弥
陀
仏
と
い
っ
し
ょ
に
修
行
し
て
い
る
、
と

い
う
考
え
で
、
こ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
廻
向
の
考
え
と
似
て

い
る
と
も
話
さ
れ
、
天
台
の
教
え
と
親
鸞
聖
人
の
思
想
の

共
通
点
や
、
親
鸞
聖
人
の
思
想
へ
の
影
響
や
、
親
鸞
聖
人

の
思
想
の
源
流
が
、
天
台
浄
土
教
、
源
信
僧
都
の
お
言
葉

な
ど
に
あ
る
点
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
栁
澤
先
生
は
、
あ
ら
た
め
て
「
法
華
と
浄
土
は

対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
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と
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に
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来
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と
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、
と
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そ
し
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、
太
子
信
仰
は
、
そ
の
受
容
者
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に
変
節
し
、
さ
ら
に
地
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な
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を
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来
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た
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で
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、
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と
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会
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の
無
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ら
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に
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を
拡
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し
た
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活
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が
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、
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と
善
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の
拠
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を
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て
展
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で
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と
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に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
聖

徳
太
子
を
本
尊
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、
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を
本
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を
行
い
、
信
徒
の
葬
儀
や
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で
な
い
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が
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行
う
よ
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っ
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い
た
と
推
測
さ

れ
、
信
徒
の
無
病
息
災
や
極
楽
往
生
を
祈
願
す
る
呪
術
的

・
現
世
利
益
的
な
作
法
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

太
子
守
宗
の
実
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を
記
し
た
史
料
・

会
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堂
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起
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よ
り
、
特
定
の
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に
所
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せ
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そ
の
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、
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八
月
五
日

龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師
・
京
都
女
子
大
学
非
常
勤
講
師

栗
原

直
子

先
生

「
真
慧
上
人
か
ら
江
戸
時
代
ヘ

－
学
山
高
田
の
歴
史
を
た
ど
る
－
」

ま
ず
第
一
に
、
は
じ
め
と
し
て
、
高
田
派
の
歴
史
を
紹

介
さ
れ
た
。
そ
の
起
源
は
関
東
の
念
仏
集
団
で
あ
っ
た
高

田
門
徒
で
あ
り
、
直
弟
子
で
あ
っ
た
真
仏
上
人
や
顕
智
上

、

。

人

そ
し
て
歴
代
上
人
が
聖
人
の
法
脈
を
継
承
し
て
き
た

そ
の
中
で
も
、
中
興
の
祖
で
あ
る
第
十
世
真
慧
上
人
の
教

学
的
特
徴
は

「
信
行
具
足

「
信
行
共
因
」
で
あ
り
、

、

」
、

信
心
と
称
名
の
関
係
を
「
信
不
離
行
、
行
不
離
信
」
と
示

し
、
ど
ち
ら
も
浄
土
往
生
の
因
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
『
顕
正
流
義
鈔
』
な
ど
の
書
物
に
よ
っ
て
、

高
田
派
が
代
々
伝
え
受
け
て
き
た
教
え
と
そ
の
特
徴
を
は

じ
め
て
明
示
さ
れ
た
、
と
述
べ
ら
れ
た
。

第
二
に
は
、
真
慧
上
人
の
布
教
活
動
と
教
学
と
し
て
、

上
人
が
北
陸
・
東
海
地
方
で
精
力
的
な
布
教
活
動
を
行
わ

れ
た
こ
と
や

『
顕
正
流
義
鈔
』
の
内
容
の
要
点
、
さ
ら

、

に
本
願
寺
派
の
覚
如
上
人
や
蓮
如
上
人
な
ど
の
教
義
理
解

と
の
違
い
を
紹
介
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
第
三
と
し
て
、
江
戸
時
代
の
高
田
派
と
宗
学

を
詳
し
く
説
明
さ
れ
た
。

江
戸
時
代
の
仏
教
に
つ
い
て
は
、
末
木
文
美
士
先
生
や

松
尾
剛
次
先
生
の
言
葉
が
紹
介
さ
れ
て
、
江
戸
時
代
は
仏

教
各
宗
派
に
お
い
て
自
宗
の
教
学
研
究
（
宗
学
）
が
飛
躍

的
に
行
わ
れ
、
江
戸
時
代
の
真
宗
に
つ
い
て
は
、
七
高
僧

の
説
示
と
親
鸞
聖
人
の
教
義
、
そ
し
て
そ
れ
が
江
戸
時
代

に
至
る
ま
で
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
か
を
研
究
テ

ー
マ
と
し
て
学
ば
れ
た
、
と
述
べ
ら
れ
た
。

江
戸
時
代
の
高
田
派
に
お
い
て
は
、
一
六
七
二
（
寛
文

十
二
）
年
に
安
居
が
開
始
さ
れ
、
一
七
四
三
（
寛
保
三
）

「

（
『

』）
」

年
に
は

学
寮
に
初
め
て
監
寮
を
置
く

高
田
史
料

と
あ
る
よ
う
に
、
安
居
は
こ
の
頃
に
本
格
的
に
制
度
と
し

て
整
い
、
本
山
に
集
ま
る
学
僧
の
数
が
年
々
増
え
続
け
、

、

（

）

講
義
の
場
が
手
狭
に
な
っ
た
た
め

一
七
九
六

寛
政
八

年
に
学
寮
の
講
堂
と
な
る
「
勧
学
堂
」
が
建
立
さ
れ
た
と

述
べ
ら
れ
、
本
願
寺
派
お
よ
び
大
谷
派
の
学
寮
の
創
設
と

安
居
に
つ
い
て
も
紹
介
さ
れ
た
。

栗
原
先
生
は

ご
自
身
で
調
査
作
成
さ
れ
た
高
田
派

安

、

「
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年
も
大
変
暑
い
中
、
法
主
殿
・
法
嗣
殿
の
ご
臨
席
を

仰
ぎ
、
多
く
の
聴
講
の
皆
様
を
迎
え
て
、
第
九
十
七
回
仏

教
文
化
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
と
講
題
、
講
義
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
り
ま
し
た
。

八
月
一
日

法
主
殿
御
親
講

「
太
子
信
仰
と
太
子
守
宗
」

太
子
研
究
に
つ
い
て
は
、
田
中
嗣
人
氏
の
「

様
々
な

（

研
究
者
の
立
場
で
）
各
人
・
各
時
代
に
わ
た
っ
て
太
子
の

人
間
像
が
様
々
に
変
化
を
み
せ
る
の
で
あ
る
」
の
言
葉
を

引
用
さ
れ
て
、
太
子
の
存
在
は
付
加
さ
れ
た
多
様
性
故
に

人
と
時
代
に
翻
弄
さ
れ
て
来
た
と
言
え
よ
う
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
子
信
仰
は
、
そ
の
受
容
者
に
よ

っ
て
多
様
に
変
節
し
、
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
独
自
な
信

仰
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
し
て
、
そ
の
代
表

例
の
一
つ
が
福
島
県
会
津
地
方
に
固
有
の
「
太
子
守
宗
」

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
は
、
岩
手
県
の
「
ま
い
り
の
仏

、
新
潟
県

」

の
「
黒
駒
太
子
信
仰
」
と
似
た
信
仰
形
態
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、
親
鸞
の
直
弟
と
さ
れ
る
会
津
の
無
為
信
、
さ
ら
に

常
陸
か
ら
奥
州
に
教
線
を
拡
張
し
た
是
信
ら
の
活
動
が
関

与
し
、
こ
れ
ら
の
信
仰
は
親
鸞
直
弟
た
ち
の
広
め
た
初
期

真
宗
門
徒
の
信
仰
形
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
親
鸞
聖
人
の
布
教
が
太
子
信
仰
と
善
光
寺
信
仰
の
拠

点
を
足
掛
か
り
に
し
て
展
開
し
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る

が
、
北
関
東
か
ら
奥
羽
で
の
直
弟
ら
の
布
教
も
親
鸞
と
同

様
な
ス
タ
ン
ス
を
継
承
し
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
の
信
仰
実
態
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
聖

徳
太
子
を
本
尊
と
し
、
太
子
堂
を
本
堂
と
し
て
日
々
の
礼

拝
を
行
い
、
信
徒
の
葬
儀
や
法
事
も
僧
侶
で
な
い
信
徒
の

代
表
が
執
り
行
う
よ
う
な
形
式
を
採
っ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
、
信
徒
の
無
病
息
災
や
極
楽
往
生
を
祈
願
す
る
呪
術
的

・
現
世
利
益
的
な
作
法
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

太
子
守
宗
の
実
態
を
記
し
た
史
料
・

会
津
堂
宇
縁
起
」

「

よ
り
、
特
定
の
宗
派
に
所
属
せ
ず
、
そ
の
管
理
者
は
民
間

、

、

、

に
あ
っ
て

加
持
祈
祷
を
行
い

巫
覡
者
的
性
格
を
持
ち
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居
年
表
」
を
も
と
に
、
江
戸
時
代
の
高
田
派
に
お
け
る
宗

学
の
取
り
組
み
を
詳
し
く
説
明
さ
れ
た
上
で
、
高
田
派
に

、

、

お
い
て
は

本
山
に
勧
学
堂
が
建
立
さ
れ
た
の
と
同
じ
頃

こ
と
さ
ら
に
「
真
慧
上
人
の
真
宗
」
を
再
興
し
よ
う
と
す

る
風
潮
が
強
ま
り
、
真
慧
上
人
に
関
す
る
安
居
の
講
義
や

多
数
の
著
書
が
出
る
な
ど
、
よ
り
宗
学
が
盛
ん
に
行
わ
れ

る
よ
う
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
、
高
田
派
の
宗
学
最
盛
期

と
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
、
さ
ら
に
高
田
派
に
お
い

て
は
、
一
八
六
五
（
慶
応
元
）
年
に
「
慶
応
安
心
惑
乱
」

と
い
う
宗
意
安
心
に
関
す
る
論
争
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
真
慧
上
人
の
教
義
理
解
の
是
非
を
問
う
論
争
で
あ

り
、
江
戸
時
代
の
宗
学
へ
の
真
剣
な
学
び
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
論
争
に
ま
で
発
展
し
た
の
で
は
な
い

か
、
と
述
べ
ら
れ
た
。

本
年
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
分
野
の
先
生
方
を
お
招
き

し
て
、
例
年
に
も
ま
し
て
広
い
視
野
か
ら
の
お
話
し
を
伺

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
五
日
間
を
ご
縁
と
し
て
、

仏
教
や
真
宗
に
関
し
て
新
た
な
視
点
を
得
さ
せ
て
い
た
だ

く
と
と
も
に
、
自
ら
の
今
後
の
歩
み
に
様
々
な
示
唆
を
与

え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
初
日
の
法
主
殿
の
ご
挨

拶
で
は
、
第
百
回
の
文
化
講
座
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を

ご
指
摘
い
た
だ
き
ま
し
た
。
歴
史
あ
る
文
化
講
座
の
重
さ

を
自
覚
す
る
と
と
も
に
、
身
を
引
き
締
め
て
今
後
の
文
化

講
座
に
臨
み
た
い
と
念
ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

（
仏
教
文
化
講
座
主
監

松
山

智
道
）

第
二
十
九
回

法
話
発
表
会

開
催
日
時

九
月
七
日
（
木
）

午
前
十
時
よ
り
開
会
式

会

場

宗
務
院
二
階
第
一
会
議
室

法
話
発
表
会
を
開
催
し
ま
す
。
僧
侶
に
な
っ
た
ば
か
り

の
方
や
、
日
頃
法
話
を
す
る
機
会
の
あ
ま
り
な
い
若
手
を

中
心
に
法
話
を
し
て
頂
き
ま
す
。

こ
れ
か
ら
布
教
者
と
し
て
歩
ま
れ
る
方
を
応
援
す
る
行
事

で
す
。
是
非
、
ご
聴
聞
く
だ
さ
い
。

（
℡
〇
五
九
ー
二
三
二
ー
四
一
七
一
）
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第
九
十
七
回

仏
教
文
化
講
座
報
告

本
年
も
大
変
暑
い
中
、
法
主
殿
・
法
嗣
殿
の
ご
臨
席
を

仰
ぎ
、
多
く
の
聴
講
の
皆
様
を
迎
え
て
、
第
九
十
七
回
仏

教
文
化
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
と
講
題
、
講
義
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
り
ま
し
た
。

八
月
一
日

法
主
殿
御
親
講

「
太
子
信
仰
と
太
子
守
宗
」

太
子
研
究
に
つ
い
て
は
、
田
中
嗣
人
氏
の
「

様
々
な

（

研
究
者
の
立
場
で
）
各
人
・
各
時
代
に
わ
た
っ
て
太
子
の

人
間
像
が
様
々
に
変
化
を
み
せ
る
の
で
あ
る
」
の
言
葉
を

引
用
さ
れ
て
、
太
子
の
存
在
は
付
加
さ
れ
た
多
様
性
故
に

人
と
時
代
に
翻
弄
さ
れ
て
来
た
と
言
え
よ
う
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
子
信
仰
は
、
そ
の
受
容
者
に
よ

っ
て
多
様
に
変
節
し
、
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
独
自
な
信

仰
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
し
て
、
そ
の
代
表

例
の
一
つ
が
福
島
県
会
津
地
方
に
固
有
の
「
太
子
守
宗
」

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
は
、
岩
手
県
の
「
ま
い
り
の
仏

、
新
潟
県

」

の
「
黒
駒
太
子
信
仰
」
と
似
た
信
仰
形
態
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、
親
鸞
の
直
弟
と
さ
れ
る
会
津
の
無
為
信
、
さ
ら
に

常
陸
か
ら
奥
州
に
教
線
を
拡
張
し
た
是
信
ら
の
活
動
が
関

与
し
、
こ
れ
ら
の
信
仰
は
親
鸞
直
弟
た
ち
の
広
め
た
初
期

真
宗
門
徒
の
信
仰
形
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
親
鸞
聖
人
の
布
教
が
太
子
信
仰
と
善
光
寺
信
仰
の
拠

点
を
足
掛
か
り
に
し
て
展
開
し
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る

が
、
北
関
東
か
ら
奥
羽
で
の
直
弟
ら
の
布
教
も
親
鸞
と
同

様
な
ス
タ
ン
ス
を
継
承
し
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
の
信
仰
実
態
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
聖

徳
太
子
を
本
尊
と
し
、
太
子
堂
を
本
堂
と
し
て
日
々
の
礼

拝
を
行
い
、
信
徒
の
葬
儀
や
法
事
も
僧
侶
で
な
い
信
徒
の

代
表
が
執
り
行
う
よ
う
な
形
式
を
採
っ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
、
信
徒
の
無
病
息
災
や
極
楽
往
生
を
祈
願
す
る
呪
術
的

・
現
世
利
益
的
な
作
法
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

太
子
守
宗
の
実
態
を
記
し
た
史
料
・

会
津
堂
宇
縁
起
」

「

よ
り
、
特
定
の
宗
派
に
所
属
せ
ず
、
そ
の
管
理
者
は
民
間

、

、

、

に
あ
っ
て

加
持
祈
祷
を
行
い

巫
覡
者
的
性
格
を
持
ち
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第
四
十
七
回

住
職
補
任
研
修
会
実
施
の
お
知
ら
せ

標
記
の
件
に
つ
き
ま
し
て
、
住
職
・
住
職
代
務
者
・
副

住
職
規
程
（
宗
規
第
十
七
号
）
に
よ
り
、
住
職
補
任
研
修

を
受
講
す
る
こ
と
が
、
住
職
及
び
副
住
職
補
任
申
請
の
必

須
条
件
で
す
。

住
職
及
び
副
住
職
を
拝
命
予
定
の
皆
様
は
、
早
め
に
受

講
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
教
師
資
格
を
取
得
さ
れ
た
方
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

研
修
予
定
日

令
和
五
年

十
月
八
日(

日
）

十
二
時
頃
～

九
日(

月
）
～
十
二
時
十
五
分
頃
、
解
散
予
定

研
修
内
容

・
真
宗
教
義
と
高
田
派
の
歴
史

・
住
職
道
、
布
教
道

・
宗
教
法
人
法

・
寺
院
規
則

・
声
明

・
法
式
作
法

・
現
状
と
課
題

申
込
み
方
法

指
定
の
申
込
書
を
令
和
五
年
九
月
二
十
九
日
ま
で
に
本

山
宗
務
院
教
学
課
宛
に
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
お
申
し
込
み

下
さ
い
。

研
修
費
用

二
○
，
〇
〇
〇
円
（
当
日
、
持
参
下
さ
い

）。

定
員二

十
名
（
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了
）

詳
細
は
宗
務
院
教
学
課
ま
で
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。

〒
五
一
四
―
〇
一
一
四

三
重
県
津
市
一
身
田
町
二
八
一
九

真
宗
高
田
派
宗
務
院
教
学
課

宛

（

）

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
五
九
－
二
三
二
－
四
一
七
一

（

）

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
五
九
ー
二
三
二
ー
一
四
一
四
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第
九
十
七
回

仏
教
文
化
講
座
報
告

本
年
も
大
変
暑
い
中
、
法
主
殿
・
法
嗣
殿
の
ご
臨
席
を

仰
ぎ
、
多
く
の
聴
講
の
皆
様
を
迎
え
て
、
第
九
十
七
回
仏

教
文
化
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
と
講
題
、
講
義
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
り
ま
し
た
。

八
月
一
日

法
主
殿
御
親
講

「
太
子
信
仰
と
太
子
守
宗
」

太
子
研
究
に
つ
い
て
は
、
田
中
嗣
人
氏
の
「

様
々
な

（

研
究
者
の
立
場
で
）
各
人
・
各
時
代
に
わ
た
っ
て
太
子
の

人
間
像
が
様
々
に
変
化
を
み
せ
る
の
で
あ
る
」
の
言
葉
を

引
用
さ
れ
て
、
太
子
の
存
在
は
付
加
さ
れ
た
多
様
性
故
に

人
と
時
代
に
翻
弄
さ
れ
て
来
た
と
言
え
よ
う
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
子
信
仰
は
、
そ
の
受
容
者
に
よ

っ
て
多
様
に
変
節
し
、
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
独
自
な
信

仰
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
し
て
、
そ
の
代
表

例
の
一
つ
が
福
島
県
会
津
地
方
に
固
有
の
「
太
子
守
宗
」

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
は
、
岩
手
県
の
「
ま
い
り
の
仏

、
新
潟
県

」

の
「
黒
駒
太
子
信
仰
」
と
似
た
信
仰
形
態
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、
親
鸞
の
直
弟
と
さ
れ
る
会
津
の
無
為
信
、
さ
ら
に

常
陸
か
ら
奥
州
に
教
線
を
拡
張
し
た
是
信
ら
の
活
動
が
関

与
し
、
こ
れ
ら
の
信
仰
は
親
鸞
直
弟
た
ち
の
広
め
た
初
期

真
宗
門
徒
の
信
仰
形
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
親
鸞
聖
人
の
布
教
が
太
子
信
仰
と
善
光
寺
信
仰
の
拠

点
を
足
掛
か
り
に
し
て
展
開
し
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る

が
、
北
関
東
か
ら
奥
羽
で
の
直
弟
ら
の
布
教
も
親
鸞
と
同

様
な
ス
タ
ン
ス
を
継
承
し
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
の
信
仰
実
態
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
聖

徳
太
子
を
本
尊
と
し
、
太
子
堂
を
本
堂
と
し
て
日
々
の
礼

拝
を
行
い
、
信
徒
の
葬
儀
や
法
事
も
僧
侶
で
な
い
信
徒
の

代
表
が
執
り
行
う
よ
う
な
形
式
を
採
っ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
、
信
徒
の
無
病
息
災
や
極
楽
往
生
を
祈
願
す
る
呪
術
的

・
現
世
利
益
的
な
作
法
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

太
子
守
宗
の
実
態
を
記
し
た
史
料
・

会
津
堂
宇
縁
起
」

「

よ
り
、
特
定
の
宗
派
に
所
属
せ
ず
、
そ
の
管
理
者
は
民
間

、

、

、

に
あ
っ
て

加
持
祈
祷
を
行
い

巫
覡
者
的
性
格
を
持
ち

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ



五
〇

五
〇

五
〇
頁

教
学
院
公
開
講
座

令
和
五
年
度

第
二
回

布
教
伝
道
研
修
講
座
案
内

テ
ー
マ

「

す
な
わ
ち
わ
が
親
友
ぞ
と

」

日
時

令
和
五
年
九
月
十
三
日
（
水
）

午
後
一
時

受
付

午
後
一
時
半

開
会
式

講
師

荒
山

淳

師

大
谷
派
名
古
屋
教
区
教
化
セ
ン
タ
ー
主
幹

会
場

高
田
会
館
ホ
ー
ル

最
新
の
情
報
に
つ
き
ま
し
て
は
高
田
本
山
Ｈ
Ｐ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

主
催
：
真
宗
高
田
派
教
学
院
第
三
部
会

令
和
五
年
度

第
二
十
八
回

研
究
発
表
大
会
案
内

教
学
院

教
学
院
研
究
発
表
大
会
を
次
の
よ
う
に
開
催
い
た
し
ま

す
。

日

時

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
（
火
）

午
前
十
時
よ
り
午
後
十
二
時
頃
ま
で

場

所

高
田
会
館

高
田
ホ
ー
ル

日

程

午
前
十
時

開
会
式

発
表
者

「
真
慧
上
人
の
善
知
識
観
」

第
一
部
会

島

義
恵

研
究
員

Do
in
g

か
らB

ei
ng

へ

第
二
部
会

堤

一
真

研
究
員

宗 門 の お 知 ら せ

四
一
頁

第
九
十
七
回

仏
教
文
化
講
座
報
告

本
年
も
大
変
暑
い
中
、
法
主
殿
・
法
嗣
殿
の
ご
臨
席
を

仰
ぎ
、
多
く
の
聴
講
の
皆
様
を
迎
え
て
、
第
九
十
七
回
仏

教
文
化
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
と
講
題
、
講
義
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
り
ま
し
た
。

八
月
一
日

法
主
殿
御
親
講

「
太
子
信
仰
と
太
子
守
宗
」

太
子
研
究
に
つ
い
て
は
、
田
中
嗣
人
氏
の
「

様
々
な

（

研
究
者
の
立
場
で
）
各
人
・
各
時
代
に
わ
た
っ
て
太
子
の

人
間
像
が
様
々
に
変
化
を
み
せ
る
の
で
あ
る
」
の
言
葉
を

引
用
さ
れ
て
、
太
子
の
存
在
は
付
加
さ
れ
た
多
様
性
故
に

人
と
時
代
に
翻
弄
さ
れ
て
来
た
と
言
え
よ
う
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
子
信
仰
は
、
そ
の
受
容
者
に
よ

っ
て
多
様
に
変
節
し
、
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
独
自
な
信

仰
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
し
て
、
そ
の
代
表

例
の
一
つ
が
福
島
県
会
津
地
方
に
固
有
の
「
太
子
守
宗
」

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
は
、
岩
手
県
の
「
ま
い
り
の
仏

、
新
潟
県

」

の
「
黒
駒
太
子
信
仰
」
と
似
た
信
仰
形
態
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、
親
鸞
の
直
弟
と
さ
れ
る
会
津
の
無
為
信
、
さ
ら
に

常
陸
か
ら
奥
州
に
教
線
を
拡
張
し
た
是
信
ら
の
活
動
が
関

与
し
、
こ
れ
ら
の
信
仰
は
親
鸞
直
弟
た
ち
の
広
め
た
初
期

真
宗
門
徒
の
信
仰
形
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
親
鸞
聖
人
の
布
教
が
太
子
信
仰
と
善
光
寺
信
仰
の
拠

点
を
足
掛
か
り
に
し
て
展
開
し
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る

が
、
北
関
東
か
ら
奥
羽
で
の
直
弟
ら
の
布
教
も
親
鸞
と
同

様
な
ス
タ
ン
ス
を
継
承
し
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
の
信
仰
実
態
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
聖

徳
太
子
を
本
尊
と
し
、
太
子
堂
を
本
堂
と
し
て
日
々
の
礼

拝
を
行
い
、
信
徒
の
葬
儀
や
法
事
も
僧
侶
で
な
い
信
徒
の

代
表
が
執
り
行
う
よ
う
な
形
式
を
採
っ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
、
信
徒
の
無
病
息
災
や
極
楽
往
生
を
祈
願
す
る
呪
術
的

・
現
世
利
益
的
な
作
法
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

太
子
守
宗
の
実
態
を
記
し
た
史
料
・

会
津
堂
宇
縁
起
」

「

よ
り
、
特
定
の
宗
派
に
所
属
せ
ず
、
そ
の
管
理
者
は
民
間

、

、

、

に
あ
っ
て

加
持
祈
祷
を
行
い

巫
覡
者
的
性
格
を
持
ち

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ



五
一

五
一

五
一
頁

覚
如
が
記
し
た
聖
教
に
つ
い
て

第
三
部
会

栗
廼

隆
興

研
究
員

妙
教
流
通
―
佛
法
を
こ
の
和
國
に

つ
た
え
ひ
ろ
め
お
は
し
ま
す
―

第
四
部
会

佐
波

真

研
究
員

午
前
十
時
十
五
分
か
ら

発
表

（
一
人

二
十
分

質
疑
応
答

五
分
）

正
午
ご
ろ

発
表
終
わ
り

令
和
五
年
度

特
別
講
演

案
内

日

時

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日(

火)

午
後
一
時
半
よ
り
午
後
三
時
ま
で

講

題

「
古
文
書
学
で
み
る
専
修
寺
文
書
の
魅
力
」

講

師

小
林

秀

氏

三
重
県
総
合
博
物
館

調
査
・
資
料
情
報
課
学
芸
員

全
国
組
長
会
報
告

全
国
組
長
会
が
令
和
五
年
七
月
二
十
七
日
（
木
）

午
前
十
時
三
十
分
よ
り
宗
務
院
二
階
第
一
会
議
室
に
て
開

催
さ
れ
、
全
国
各
地
よ
り
四
十
一
名
の
出
席
が
あ
り
ま
し

た
。
法
主
殿
の
お
言
葉
に
続
き
、
宗
務
総
長
挨
拶
、
宗
議

会
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
特
別
法
要
事
務
局
よ
り
説
明
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

、

、

そ
の
後

庶
務
・
教
学
よ
り
各
種
案
内
を
さ
せ
て
頂
き

質
疑
応
答
が
あ
り
ま
し
た
。

高
田
会
館
に
て
昼
食
後
、
宝
物
館
（
燈
炬
殿
）
の
Ｖ
Ｒ

と
企
画
展
を
見
学
さ
れ
ま
し
た
。

宗 門 の お 知 ら せ

四
一
頁

第
九
十
七
回

仏
教
文
化
講
座
報
告

本
年
も
大
変
暑
い
中
、
法
主
殿
・
法
嗣
殿
の
ご
臨
席
を

仰
ぎ
、
多
く
の
聴
講
の
皆
様
を
迎
え
て
、
第
九
十
七
回
仏

教
文
化
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
と
講
題
、
講
義
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
り
ま
し
た
。

八
月
一
日

法
主
殿
御
親
講

「
太
子
信
仰
と
太
子
守
宗
」

太
子
研
究
に
つ
い
て
は
、
田
中
嗣
人
氏
の
「

様
々
な

（

研
究
者
の
立
場
で
）
各
人
・
各
時
代
に
わ
た
っ
て
太
子
の

人
間
像
が
様
々
に
変
化
を
み
せ
る
の
で
あ
る
」
の
言
葉
を

引
用
さ
れ
て
、
太
子
の
存
在
は
付
加
さ
れ
た
多
様
性
故
に

人
と
時
代
に
翻
弄
さ
れ
て
来
た
と
言
え
よ
う
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
子
信
仰
は
、
そ
の
受
容
者
に
よ

っ
て
多
様
に
変
節
し
、
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
独
自
な
信

仰
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
し
て
、
そ
の
代
表

例
の
一
つ
が
福
島
県
会
津
地
方
に
固
有
の
「
太
子
守
宗
」

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
は
、
岩
手
県
の
「
ま
い
り
の
仏

、
新
潟
県

」

の
「
黒
駒
太
子
信
仰
」
と
似
た
信
仰
形
態
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、
親
鸞
の
直
弟
と
さ
れ
る
会
津
の
無
為
信
、
さ
ら
に

常
陸
か
ら
奥
州
に
教
線
を
拡
張
し
た
是
信
ら
の
活
動
が
関

与
し
、
こ
れ
ら
の
信
仰
は
親
鸞
直
弟
た
ち
の
広
め
た
初
期

真
宗
門
徒
の
信
仰
形
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
親
鸞
聖
人
の
布
教
が
太
子
信
仰
と
善
光
寺
信
仰
の
拠

点
を
足
掛
か
り
に
し
て
展
開
し
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る

が
、
北
関
東
か
ら
奥
羽
で
の
直
弟
ら
の
布
教
も
親
鸞
と
同

様
な
ス
タ
ン
ス
を
継
承
し
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
の
信
仰
実
態
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
聖

徳
太
子
を
本
尊
と
し
、
太
子
堂
を
本
堂
と
し
て
日
々
の
礼

拝
を
行
い
、
信
徒
の
葬
儀
や
法
事
も
僧
侶
で
な
い
信
徒
の

代
表
が
執
り
行
う
よ
う
な
形
式
を
採
っ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
、
信
徒
の
無
病
息
災
や
極
楽
往
生
を
祈
願
す
る
呪
術
的

・
現
世
利
益
的
な
作
法
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

太
子
守
宗
の
実
態
を
記
し
た
史
料
・

会
津
堂
宇
縁
起
」

「

よ
り
、
特
定
の
宗
派
に
所
属
せ
ず
、
そ
の
管
理
者
は
民
間

、

、

、

に
あ
っ
て

加
持
祈
祷
を
行
い

巫
覡
者
的
性
格
を
持
ち
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五
二

五
二

五
二
頁

本

山

行

事

予

定

（
九
月
・
十
月
）

九
月
七
日

第
二
十
九
回
法
話
発
表
会

九
月
十
三
日

教
学
院
公
開
講
座

九
月
二
十
日
～

二
十
六
日

讃
佛
会

十
月
八
・
九
日

第
四
十
七
回
住
職
補
任
研
修
会

十
月
三
十
一
日

第
二
十
八
回
教
学
院
研
究
発
表
大
会

下
付
金
の
お
知
ら
せ

平
成
二
十
九
年
度
分
院
号
下
付
金
、
及
び

納
骨
壇
加
入
下
付
金
を
専
修
寺
正
味
財
産
に

計
上
い
た
し
ま
し
た
。

（
令
和
五
年
五
月
三
十
一
日
付
）

院
号
冥
加
金
、
及
び
納
骨
壇
加
入
冥
加
金

の
下
付
金
は
納
入
さ
れ
た
年
度
か
ら
、
五
ヵ

年
を
経
過
し
た
も
の
は
、
専
修
寺
正
味
財
産

に
計
上
さ
れ
る
た
め
、
交
付
出
来
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
下
さ
い
。

詳
し
く
は
宗
務
院
財
務
課
ま
で
お
尋
ね
下

さ
い
。

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ

四
一
頁

第
九
十
七
回

仏
教
文
化
講
座
報
告

本
年
も
大
変
暑
い
中
、
法
主
殿
・
法
嗣
殿
の
ご
臨
席
を

仰
ぎ
、
多
く
の
聴
講
の
皆
様
を
迎
え
て
、
第
九
十
七
回
仏

教
文
化
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
と
講
題
、
講
義
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
り
ま
し
た
。

八
月
一
日

法
主
殿
御
親
講

「
太
子
信
仰
と
太
子
守
宗
」

太
子
研
究
に
つ
い
て
は
、
田
中
嗣
人
氏
の
「

様
々
な

（

研
究
者
の
立
場
で
）
各
人
・
各
時
代
に
わ
た
っ
て
太
子
の

人
間
像
が
様
々
に
変
化
を
み
せ
る
の
で
あ
る
」
の
言
葉
を

引
用
さ
れ
て
、
太
子
の
存
在
は
付
加
さ
れ
た
多
様
性
故
に

人
と
時
代
に
翻
弄
さ
れ
て
来
た
と
言
え
よ
う
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
子
信
仰
は
、
そ
の
受
容
者
に
よ

っ
て
多
様
に
変
節
し
、
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
独
自
な
信

仰
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
し
て
、
そ
の
代
表

例
の
一
つ
が
福
島
県
会
津
地
方
に
固
有
の
「
太
子
守
宗
」

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
は
、
岩
手
県
の
「
ま
い
り
の
仏

、
新
潟
県

」

の
「
黒
駒
太
子
信
仰
」
と
似
た
信
仰
形
態
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、
親
鸞
の
直
弟
と
さ
れ
る
会
津
の
無
為
信
、
さ
ら
に

常
陸
か
ら
奥
州
に
教
線
を
拡
張
し
た
是
信
ら
の
活
動
が
関

与
し
、
こ
れ
ら
の
信
仰
は
親
鸞
直
弟
た
ち
の
広
め
た
初
期

真
宗
門
徒
の
信
仰
形
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
親
鸞
聖
人
の
布
教
が
太
子
信
仰
と
善
光
寺
信
仰
の
拠

点
を
足
掛
か
り
に
し
て
展
開
し
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る

が
、
北
関
東
か
ら
奥
羽
で
の
直
弟
ら
の
布
教
も
親
鸞
と
同

様
な
ス
タ
ン
ス
を
継
承
し
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
の
信
仰
実
態
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
聖

徳
太
子
を
本
尊
と
し
、
太
子
堂
を
本
堂
と
し
て
日
々
の
礼

拝
を
行
い
、
信
徒
の
葬
儀
や
法
事
も
僧
侶
で
な
い
信
徒
の

代
表
が
執
り
行
う
よ
う
な
形
式
を
採
っ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
、
信
徒
の
無
病
息
災
や
極
楽
往
生
を
祈
願
す
る
呪
術
的

・
現
世
利
益
的
な
作
法
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

太
子
守
宗
の
実
態
を
記
し
た
史
料
・

会
津
堂
宇
縁
起
」

「

よ
り
、
特
定
の
宗
派
に
所
属
せ
ず
、
そ
の
管
理
者
は
民
間

、

、

、

に
あ
っ
て

加
持
祈
祷
を
行
い

巫
覡
者
的
性
格
を
持
ち

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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三

五
三

五
三
頁

真宗高田派共済会のご案内

● ●全寺院対象の共済制度
真宗高田派共済会運営規程による給付金制度

○災害見舞金制度
・本堂全焼及び全壊 １００万円
・本堂半焼及び半壊 ６０万円
・庫裏全焼及び全壊 ６０万円

※災害を証明する書類等が必要です

○祝金制度
・本堂新築及び改築 ６０万円
・本堂を除く境内建物の新築及び改築 １０万円

※高田派代表役員の新築・改築承認書と工事
契約書の写しが必要です。尚、工事費が壱千万円
以上の場合となります。

○住職死亡の場合
在任期間により給付金が異なります
・住職在任 ４０年以上 ５０万円
・住職在任 ３０年以上４０年未満 ４０万円
・住職在任 ２０年以上３０年未満 ３０万円
・住職在任 １０年以上２０年未満 ２０万円
・住職在任 １０年未満 １０万円

○住職退職の場合
上記死亡の場合を適用する

給付及び申請のお問い合せは、下記の共済会担当まで
お尋ねください。

〒514-0114
三重県津市一身田町2819番地

真宗高田派宗務院内

真宗高田派共済会
電話 059-232-4171
F A X 059-232-1414

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ
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第
九
十
七
回

仏
教
文
化
講
座
報
告

本
年
も
大
変
暑
い
中
、
法
主
殿
・
法
嗣
殿
の
ご
臨
席
を

仰
ぎ
、
多
く
の
聴
講
の
皆
様
を
迎
え
て
、
第
九
十
七
回
仏

教
文
化
講
座
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
の
先
生
方
と
講
題
、
講
義
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
り
ま
し
た
。

八
月
一
日

法
主
殿
御
親
講

「
太
子
信
仰
と
太
子
守
宗
」

太
子
研
究
に
つ
い
て
は
、
田
中
嗣
人
氏
の
「

様
々
な

（

研
究
者
の
立
場
で
）
各
人
・
各
時
代
に
わ
た
っ
て
太
子
の

人
間
像
が
様
々
に
変
化
を
み
せ
る
の
で
あ
る
」
の
言
葉
を

引
用
さ
れ
て
、
太
子
の
存
在
は
付
加
さ
れ
た
多
様
性
故
に

人
と
時
代
に
翻
弄
さ
れ
て
来
た
と
言
え
よ
う
、
と
述
べ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
太
子
信
仰
は
、
そ
の
受
容
者
に
よ

っ
て
多
様
に
変
節
し
、
さ
ら
に
地
域
に
よ
っ
て
独
自
な
信

仰
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
と
し
て
、
そ
の
代
表

例
の
一
つ
が
福
島
県
会
津
地
方
に
固
有
の
「
太
子
守
宗
」

で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
は
、
岩
手
県
の
「
ま
い
り
の
仏

、
新
潟
県

」

の
「
黒
駒
太
子
信
仰
」
と
似
た
信
仰
形
態
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
、
親
鸞
の
直
弟
と
さ
れ
る
会
津
の
無
為
信
、
さ
ら
に

常
陸
か
ら
奥
州
に
教
線
を
拡
張
し
た
是
信
ら
の
活
動
が
関

与
し
、
こ
れ
ら
の
信
仰
は
親
鸞
直
弟
た
ち
の
広
め
た
初
期

真
宗
門
徒
の
信
仰
形
態
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
親
鸞
聖
人
の
布
教
が
太
子
信
仰
と
善
光
寺
信
仰
の
拠

点
を
足
掛
か
り
に
し
て
展
開
し
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る

が
、
北
関
東
か
ら
奥
羽
で
の
直
弟
ら
の
布
教
も
親
鸞
と
同

様
な
ス
タ
ン
ス
を
継
承
し
て
い
た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

太
子
守
宗
の
信
仰
実
態
は
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
が
、
聖

徳
太
子
を
本
尊
と
し
、
太
子
堂
を
本
堂
と
し
て
日
々
の
礼

拝
を
行
い
、
信
徒
の
葬
儀
や
法
事
も
僧
侶
で
な
い
信
徒
の

代
表
が
執
り
行
う
よ
う
な
形
式
を
採
っ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
、
信
徒
の
無
病
息
災
や
極
楽
往
生
を
祈
願
す
る
呪
術
的

・
現
世
利
益
的
な
作
法
も
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、

太
子
守
宗
の
実
態
を
記
し
た
史
料
・

会
津
堂
宇
縁
起
」

「

よ
り
、
特
定
の
宗
派
に
所
属
せ
ず
、
そ
の
管
理
者
は
民
間

、

、

、

に
あ
っ
て

加
持
祈
祷
を
行
い

巫
覡
者
的
性
格
を
持
ち

宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ宗 門 の お 知 ら せ



五
七
頁

「
三
重
県
人
権
教
育
基
本
方
針
」
よ
り
抜
粋

一
、
国
際
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
人
権
意
識
を
育
て
よ
う
。

一
、
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う
。

一
、
高
齢
者
の
人
権
を
尊
重
し
よ
う
。

一
、
病
気
・
部
落
な
ど
に
よ
る
差
別
を
な
く
そ
う
。

一
、
障
害
者
の
完
全
参
加
と
平
等
を
実
現
し
よ
う
。

人
権
擁
護
啓
発
活
動
重
点
項
目



五
八
頁

令
和
五
年
八
月
二
十
日
印
刷

令
和
五
年
八
月
二
十
日
発
行

三
重
県
津
市
一
身
田
町
二
八
一
九
番
地

電
話
（
〇
五
九
）
二
三
二
ー
四
一
七
一

http://www.senjuji.or.jp

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

宗

務

院

発

行

所

振
替
〇
〇
一
五
〇ｰ

〇ｰ

一
五
一
九
四
番

三
重
県
津
市
一
身
田
町
七
六
五
番
地

相

和

印

刷

所

印

刷

所

電
話
〈
〇
五
九
〉
二
三
二
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〇
七
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